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開
催
に
あ
た
っ
て

　
現
在
私
た
ち
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
脅
威
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
日
々
の
暮
ら
し
を
送
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
歴

史
を
振
り
返
る
と
、
人
類
は
常
に
感
染
症
の
脅
威
と
対
峙
し
、
原
因
の
解
明
と
克
服
に
努
め
る
な
か
で
、
新
た
な
文
化
を
創
造
し
、
科
学
技
術
を
進

歩
さ
せ
、
社
会
の
あ
り
方
を
少
し
ず
つ
成
熟
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
郷
土
富
山
に
お
い
て
も
、
先
人
た
ち
は
繰
り
返
し
感
染
症
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
疫
病
の
原
因
が
解
ら
ず
、
怖
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
現
代
の
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
科
学
的
根
拠
に
乏
し
い
対

応
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
、
医
学
の
近
代
化
が
進
む
な
か
で
、
明
治
・
大
正
時
代
に
は
内
務
省
を
中
心
と
し
て
衛
生
行
政
の
確

立
が
目
指
さ
れ
ま
し
た
。
約
百
年
前
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
へ
の
対
応
は
、
実
は
今
回
の
感
染
症
対
策
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
の
戦
前
期
、
戦

時
体
制
構
築
の
過
程
で
新
た
に
創
設
さ
れ
た
厚
生
省
や
各
地
に
設
置
さ
れ
た
保
健
所
は
、
戦
後
に
も
引
き
継
が
れ
、
公
衆
衛
生
の
要
と
し
て
、
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
企
画
展
で
は
、
当
館
所
蔵
の
史
資
料
を
中
心
に
、
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
感
染
症
へ
の
藩
・
行
政
や
民
衆
の
対
応
の
記
録
を
紹
介
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
感
染
症
の
克
服
に
尽
力
し
た
郷
土
の
先
人
た
ち
の
足
跡
を
た
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
郷
土
の
歴
史
の
一
端
に
ふ
れ
て
い
た
だ

く
と
同
時
に
、多
く
の
方
々
に
公
文
書
館
所
蔵
史
料
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
た
だ
き
、一
層
の
活
用
に
つ
な
が
る
機
会
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
企
画
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ
て
、多
く
の
方
々
や
機
関
か
ら
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。こ
こ
に
ご
芳
名
を
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

　
国
立
国
会
図
書
館
　
国
立
公
文
書
館
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
国
立
保
健
医
療
科
学
院
　
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館

　
富
山
大
学
附
属
図
書
館
　
富
山
県
立
図
書
館
　
富
山
県
［
立
山
博
物
館
］　
富
山
県
映
像
セ
ン
タ
ー
　

　
高
岡
市
立
中
央
図
書
館
　
滑
川
市
立
博
物
館

　
石
神
美
子
（
富
山
市
）　
五
十
島
和
男
（
富
山
市
）　
海
内
宏
憲
（
富
山
市
）　
北
野
洋
子
（
富
山
市
）　
高
堂
肆
郎
（
富
山
市
）

　
羽
馬
美
代
子
（
南
砺
市
）　
井
上
迅
（
京
都
府
）　
小
野
麻
子
（
神
奈
川
県
）　
橘
京
子
（
三
重
県
）

　
　�

　
　
　
　
　（
順
不
同
敬
称
略
）

　
　
令
和
三
年
九
月

　
　�

　
富
山
県
公
文
書
館
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は
じ
め
に

　

新
た
な
感
染
症
の
脅
威
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
日
々
の
暮
ら
し
を
送
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
現
在
、
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
郷
土
富
山
に
お
い
て
も
、
先
人
た
ち
は
繰

り
返
し
感
染
症
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
疫
病
の
原
因
が
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

江
戸
時
代
、
医
学
の
近
代
化
と
衛
生
行
政
の
確
立
が
目
指
さ
れ
た
明
治
・
大
正
時
代
を
経

る
な
か
で
、
約
百
年
前
に
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
昭

和
の
戦
前
期
、
戦
時
体
制
の
な
か
で
構
築
さ
れ
た
し
く
み
は
、
戦
後
、
保
健
所
を
中
心
と

し
た
地
域
主
体
の
公
衆
衛
生
の
体
制
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
現
在
の
私
た
ち
の
感
染
症
へ

の
対
応
は
、
こ
れ
ら
の
歴
史
の
積
み
重
ね
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
富
山
に
お
け
る
感
染
症
へ
の
藩
・
行

政
や
民
衆
の
対
応
に
関
わ
る
歴
史
に
つ
い
て
、
五
部
構
成
で
紹
介
す
る
。

一
、
悪
疫
退
散
【
江
戸
時
代
】

　

江
戸
時
代
に
は
、
多
く
の
人
々
の
命
を
奪
っ
た
疫
病
（
伝
染
病
・
感
染
症
）
が
し
ば
し

ば
広
範
囲
で
流
行
し
た
。
疫
病
の
流
行
は
、
幕
府
や
藩
に
と
っ
て
も
領
民
支
配
の
上
で
重

大
な
関
心
事
で
あ
り
、
そ
の
た
め
被
害
の
状
況
や
対
処
法
な
ど
の
記
録
を
藩
政
文
書
や
地

方
文
書
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

六
世
紀
頃
に
大
陸
か
ら
日
本
に
侵
入
し
た
と
さ
れ
る
疱
瘡
（
天
然
痘
）
は
、
以
後
し
ば

し
ば
大
流
行
を
繰
り
返
し
、
長
く
日
本
人
を
苦
し
め
た
疫
病
の
一
つ
で
あ
る
。
水
疱
性
発

疹
を
主
症
状
と
し
、
感
染
力
が
強
く
死
亡
率
も
高
い
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
「
疱
瘡
に
鬼

神
あ
り
」と
し
て
怖
れ
ら
れ
た
。江
戸
時
代
の
越
中
に
お
い
て
も
、文
政
九
年（
一
八
二
六
）、

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、
同

六
年
（
一
八
五
九
）
に
流
行
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

　

疱
瘡
と
並
ん
で
し
ば
し
ば
広
範
囲
に
流
行
し
、
死
亡
率
も
高
い
病
に
麻
疹
が
あ
る
。
今

日
で
は
、
麻
疹
は
命
の
危
険
を
伴
う
病
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
江
戸
時
代

に
は
「
疱
瘡
は
見
目
定
め
、
麻
疹
は
命
定
め
」
と
言
わ
れ
、
疱
瘡
以
上
に
命
の
危
険
が
あ

る
病
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
麻
疹
は
疱
瘡
と
同
様
に
、
一
度
罹
患
す
る
と
免
疫
を
生
じ
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
人
々
も
麻
疹
の
免
疫
性
は
経
験
的
に
分
か
っ
て

い
た
。「
麻
疹
で
知
れ
る
傾
城
の
年
」
は
、
年
齢
を
若
く
偽
っ
て
い
る
遊
女
（
傾
城
）
が
、

麻
疹
の
流
行
時
に
免
疫
を
持
つ
た
め
に
罹
患
せ
ず
、
嘘
が
露
見
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
医
学
史
研
究
者
の
富
士
川
游
氏
は
、
約
二
十
年
ご
と
に
麻
疹
が
大
流
行
し
て
い

る
こ
と
を
諸
史
料
で
確
認
し
て
い
る
（
富
士
川
游『
日
本
疾
病
史
』）。
文
久
二
年（
一
八
六
二
）

に
は
全
国
的
に
麻
疹
が
大
流
行
し
、
越
中
で
も
大
き
な
被
害
が
出
た
。
砺
波
郡
で
は
「
麻

疹
煩
人
」
九
万
三
千
人
余
、「
病
死
人
」
が
六
千
三
百
人
余
と
す
る
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
川

合
文
書
「
諸
事
御
触
書
」）。

　

疱
瘡
や
麻
疹
は
、
免
疫
の
な
い
乳
幼
児
が
罹
り
や
す
く
、
死
亡
率
が
高
か
っ
た
。
江
戸

時
代
に
お
け
る
乳
幼
児
の
死
亡
率
の
高
さ
は
、
寺
院
の
過
去
帳
や
宗
門
人
別
帳
の
研
究
な

ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
十
一
代
将
軍
家
斉
の
五
十
五
人
の

子
女
の
う
ち
、
十
五
歳
以
上
ま
で
生
き
た
の
が
二
十
一
人
、
四
十
歳
を
超
え
た
の
は
僅
か

に
七
人
で
あ
っ
た
と
い
う
（
立
川
昭
二
『
近
世
病
草
紙
』）。
乳
幼
児
の
死
亡
原
因
と
し
て
は
、

疱
瘡
・
麻
疹
の
ほ
か
、
痢
病
（
赤
痢
）・
傷
寒
（
腸
チ
フ
ス
）・
そ
の
他
小
児
病
が
挙
げ
ら

れ
、
子
を
持
つ
親
に
と
っ
て
は
大
変
な
脅
威
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

幕
末
期
に
大
流
行
し
た
コ
レ
ラ
は
、
激
し
い
下
痢
症
状
と
死
亡
率
の
高
さ
か
ら
「
三
日

コ
ロ
リ
」・「
暴
瀉
病
」
と
よ
ば
れ
て
人
々
に
怖
れ
ら
れ
た
。「
虎
烈
刺
」・「
虎
狼
痢
」
と
い
っ

た
当
て
字
に
も
当
時
の
人
々
の
恐
怖
心
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
元
来
イ
ン
ド

の
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
の
風
土
病
的
な
伝
染
病
で
あ
っ
た
コ
レ
ラ
は
、
産
業
革
命
後
の
欧
米

諸
国
の
ア
ジ
ア
進
出
と
国
際
交
流
の
進
展
の
中
で
、
し
ば
し
ば
世
界
的
な
大
流
行
を
引
き

起
こ
し
た
。

　

日
本
で
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
最
初
の
コ
レ
ラ
の
流
行
が
お
こ
り
、
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
の
流
行
は
、
江
戸
で
の
死
者
が
十
万
人
と
も
二
十
六
万
人
と
も
い
わ
れ
る

未
曾
有
の
被
害
を
出
し
た
。
砺
波
郡
野
尻
村
の
十
村
の
菊
池
文
書「
こ
ろ
り
病
流
行
一
件
」

江
戸
時
代
の
は
や
り
病
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に
は
、「
八
月
上
旬
よ
り
江
戸
・
大
坂
コ
ロ
リ
病
大
流
行
、
同
月
中
旬
頃
よ
り
射
水
浦
辺

放
生
津
等
、
加
州
宮
嶋
・
本
吉
等
に
多
く
有
之
、
中
田
・
杉
木
新
町
・
井
波
等
に
は
九
月

上
旬
頃
よ
り
余
程
流
行
」
と
記
述
さ
れ
、
越
中
に
お
い
て
も
流
行
を
み
て
い
る
。
越
中
で

の
死
者
を
放
生
津
等
六
ヶ
村
で
約
七
百
人
、
井
波
等
五
ヶ
村
で
十
五
、六
人
、
杉
木
新
町

で
十
五
、六
人
と
す
る
記
録
も
残
っ
て

い
る
（
菊
池
文
書
「
緑
斎
日
記
」）。『
富
山

県
災
異
史
料
』
で
は
、
魚
津
付
近
で

五
百
三
十
一
人
、
三
日
市
（
現
・
黒
部

市
）
付
近
で
八
百
五
十
九
人
の
死
者
を

出
し
た
と
し
て
お
り
、
新
川
郡
で
も
被

害
が
拡
大
し
た
。
魚
津
の
医
師
阿
波
加

脩
造
は
、コ
レ
ラ
の
治
療
法
を
研
究
し
、

『
哥こ

ろ
り
ぜ
い
ご

路
里
贅
語
』
を
著
し
て
い
る
。
こ

の
後
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）、
文

久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
も
コ
レ
ラ
が

流
行
し
た
。

　

以
上
、
江
戸
時
代
の
疫
病
流
行
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
疱
瘡
・
麻
疹
・
コ
レ
ラ
な
ど

と
い
っ
た
疫
病
に
対
し
て
、
残
念
な
が
ら
江
戸
時
代
に
は
特
効
薬
の
よ
う
な
も
の
は
な

か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
当
時
の
人
々
は
、
過
去
の
経
験
に
学
ん
だ
対
処
法
を
講
じ
、
時

に
は
神
仏
の
力
に
頼
っ
て
病
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。

　

農
村
や
町
に
疫
病
が
流
行
し
て
多
く
の
病
人
が
出
る
と
、
年
貢
な
ど
の
諸
税
の
納
入
に

も
大
き
な
影
響
が
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
や
藩
に
と
っ
て
疫
病
対
策
は
、
領
民

統
治
の
上
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

幕
府
や
藩
は
、
疫
病
流
行
時
に
薬
を
無
料
配
布
し
た
り
、
予
防
法
・
治
療
法
を
領
民
に

通
達
し
た
り
し
た
。
被
害
の
大
き
な
場
合
に
は
、
藩
医
を
派
遣
し
て
治
療
に
あ
た
ら
せ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
疫
病
鎮
静
を
領
内
の
神
社
に
祈
願
し
た
り
、
疫
病
を
払
う
祭
礼

を
命
じ
た
り
す
る
な
ど
神
仏
の
力
に
頼
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。

　

加
賀
藩
に
お
け
る
薬
の
配
布
は
、天
明
四
年（
一
七
八
四
）の
疫
病
流
行
時
の「
避
邪
丸
」

配
布
、文
久
二
年（
一
八
六
二
）の
麻
疹
流
行
時
の
薬
配
布
な
ど
が
史
料
で
確
認
で
き
る（
伊

東
文
書
「
御
用
留
」
な
ど
）。
ま
た
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
コ
レ
ラ
流
行
時
に
は
、
貧

民
に
対
し
て
「
芳
香
散
」
の
薬
代
銀
の
支
給
が
な
さ
れ
て
い
る
（
同
上
）。

　

薬
の
処
方
や
養
生
法
を
通
達
し
た
も

の
と
し
て
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

の
触
書
を
み
て
み
よ
う
（
愛
場
家
文
書
）。

加
賀
藩
算
用
場
よ
り
印
刷
さ
れ
て
村
々

に
配
布
さ
れ
た
触
書
に
は
、「
時
疫
に

は
大
粒
な
る
黒
大
豆
を
よ
く
い
り
て
、

壱
合
耳
草
壱
匁
水
に
て
せ
ん
じ
出
し

時
々
呑
て
よ
し
」
な
ど
、
天
保
の
飢
饉

時
の
疫
病
や
食
あ
た
り
の
対
策
を
紹
介

し
て
い
る
。
享
保
十
八
年（
一
七
三
三
）

の
飢
饉
の
際
に
幕
府
よ
り
出
さ
れ
た
触

書
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
天
明
四
年

（
一
七
八
四
）
の
飢
饉
時
に
も
配
布
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

富
山
藩
に
お
い
て
は
、享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
麻
疹
流
行
時
の
救
米
（
岡
崎
家
文
書
）

や
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
麻
疹
流
行
時
の
「
升
麻
葛
根
湯
」
の
施
薬
願
（
栗
山
文
書
）

な
ど
が
史
料
で
確
認
で
き
る
。

　

江
戸
時
代
の
人
々
は
、
疱
瘡
や
麻
疹
な
ど
の
疫
病
は
、
疫
病
神
・
鬼
神
が
も
た
ら
す
も

の
と
畏
怖
し
、
疫
病
神
を
退
散
さ
せ
る
た
め
の
方
法
が
さ
ま
ざ
ま
に
講
じ
ら
れ
た
。
例
え

哥路里贅語
（富山県立図書館蔵）

天保五年五月疫病等対応心得
（愛場家文書　富山県公文書館蔵）

幕
府
や
藩
に
よ
る
疫
病
対
策

悪
疫
退
散
の
民
間
信
仰
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ば
、
疫
病
神
に
縁
の
あ
る
人
物
（
蘇
民
将
来
・
紙
屋
六
郎
左
衛
門
な
ど
）
の
名
を
記
し
た

お
札
や
、
神
社
の
護
符
を
戸
口
に
貼
る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
蘇
民
将
来
は
、『
備

後
国
風
土
記
』
逸
文
に
、
武
塔
神
（
素
戔
鳴
尊
）
を
歓
待
し
た
こ
と
に
よ
り
、
茅
の
輪
の

護
符
を
身
に
つ
け
て
疫
病
を
逃
れ
る
方
法
を
教
え
ら
れ
た
と
い
う
説
話
で
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
疱
瘡
や
麻
疹
の
流
行
時
に
は
、
疱
瘡
絵
や
麻
疹
絵
と
よ
ば
れ
る
刷
り
物
が
出
さ

れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
疫
病
神
を
退
け
る
力
を
持
つ
と
さ
れ
た
源
為
朝
や
鍾し

ょ
う
き馗
な
ど
の
絵

が
、
描
か
れ
た
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
源
為
朝
は
弓
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
、
保
元
の
乱

に
敗
れ
た
後
に
八
丈
島
に
流
さ
れ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
為
朝
が
疫
病
神
を
退
治
し
た
た

め
に
八
丈
島
で
は
疱
瘡
が
流
行
し
な
い
と
信
じ
ら
れ
た
。
鍾
馗
は
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
夢

枕
に
現
れ
、
病
魔
を
追
い
払
っ
た

と
い
う
故
事
で
知
ら
れ
る
。
こ
の

ほ
か
、
加
藤
清
正
の
手
形
、
菅
原

道
真
（
天
神
様
）、
少
彦
名
命
が

描
か
れ
た
も
の
や
、
鍾
馗
や
桃
太

郎
、
宝
船
や
春
駒
な
ど
の
縁
起
物

を
描
い
た
赤
刷
り
の
絵
（
赤
絵
）

が
病
人
の
い
る
部
屋
や
戸
口
に
飾
ら
れ
、
疫
病
除
け
と
さ
れ
た
。
古
来
魔
除
け
の
色
と
さ

れ
る
赤
い
色
は
、
疱
瘡
神
が
好
む
（
嫌
う
と
も
言
わ
れ
る
）
と
さ
れ
、
病
人
の
部
屋
を
赤

ず
く
め
に
す
る
風
習
が
あ
っ
た
。

　

疫
病
除
け
の
和
歌
も
諸
史
料
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
越
能
地
域
の
伝
承
や
風
物
を

記
録
し
た
宮
永
正
運
の
『
越
の
下
草
』
に
は
、安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
麻
疹
流
行
時
に
、

「
来
れ
ど
も
麦
苅
時
の
は
し
か
さ
に　

居
る
も
い
ら
れ
ず
か
へ
り
こ
そ
す
れ
」
と
い
う
後

桃
園
天
皇
御
製
と
す
る
和
歌
を
戸
口
に
貼
っ
て
疫
病
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
ま
た
、
菊
池
文
書
「
こ
ろ
り
病
流
行
一
件
」
に
は
、「
い
か
な
れ
は
身
は
裾
川
（
御

裳
濯
川
ヵ
）
の
流
れ
く
む　

人
に
さ
は
る
な
い
き
れ
い
（
疫
癘
ヵ
）
の
神
」
と
い
う
加
賀

中
将
筑
前
守
（
加
賀
藩
主
）
の
歌
と
す
る
疫
病
除
け
の
和
歌
が
み
え
る
。
こ
の
歌
は
、
ほ

ぼ
同
文
の
和
歌
が
麻
疹
絵
に
載
っ
て
お
り
、
加
賀
中
将
筑
前
守
に
仮
託
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
。
大
名
や
天
皇
の
御
製
と
権
威
づ
け
る
こ
と
で
疫
病
神
を
退
散
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
、
大
変
興
味
深
い
事
例
と
思
わ
れ
る
。

　

疫
病
神
を
村
か
ら
送
り
出
す
神
事
も
全
国
各
地
で
行
わ
れ
た
。
加
賀
藩
領
内
で
は
、
安

政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
コ
レ
ラ
流
行
時
に
コ
レ
ラ
祭
の
実
施
が
村
々
に
通
達
さ
れ
、
砺

波
郡
で
は
歌
舞
伎
山
（
曳
山
）・
獅
子
舞
・
巨
大
な
鍾
馗
像
が
繰
り
出
さ
れ
、
賑
や
か
な

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、天
保
七
年
（
一
八
三
六
）「
飢
饉
ノ
略
記
」（
大

場
文
書
）
に
、「
富
山
山
伏
持
福
院
・
東
林
寺
・
福
蔵
院
・
清
伝
坊
な
ど
、
風
の
神
を
追

払
ひ
出
す
と
て
赤
衣
を
着
て
町
中
を
祈
祷
に
あ
ら
き
、
作
り
物
を
拵こ

し
らひ

太
鼓
を
叩
き
斉
蔵

の
神
を
は
ら
ひ
の
け
る
と
町
々
を
い
ひ
あ
ら
き
」
と
、
流
行
風
邪
の
神
を
送
り
出
す
様
子

を
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
越
中
に
お
い
て
も
様
々
な
疫
病
除
け
の
呪
術
的
信
仰
が

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
現
代
の
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
迷
信
的
と
切
り
捨
て
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、病
を
怖
れ
る
人
々
の
必
死
な
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

中村芝翫九変化ノ内＜鍾馗＞
（国立歴史民俗博物館蔵）

　

疫
病
流
行
を
予
言
す
る
妖
怪
は
、
昨
年
か
ら
話
題
の
肥
後
の
「
ア
マ
ビ
エ
」
を
は

じ
め
全
国
に
存
在
す
る
。
立
山
に
現
れ
た
と
伝
わ
る
「
ク
タ
ベ
」
は
、
こ
れ
か
ら
四
、

五
年
の
内
に
名
前
も
わ
か
ら
な
い
難
病
が
流
行
す
る
が
、
自
分
の
姿
を
見
た
者
は
そ

の
難
を
逃
れ
ら
れ
る
と
告
げ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
実
は
、
江
戸
時
代
の
立
山
周
辺
の
文
献
に

は
「
ク
タ
ベ
」
の
名
は
見
当
た
ら
ず
、
疫
病
流

行
の
不
安
が
大
き
か
っ
た
都
市
部
を
中
心
に
、

様
々
な
妖
怪
の
話
が
語
ら
れ
る
な
か
で
、「
越

中
立
山
の
ク
タ
ベ
」
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
疫
病
を
恐
れ
る
人
々
に
と
っ
て
、
疫

病
流
行
を
告
げ
る
不
思
議
な
妖
怪
が
い
て
も
お

か
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
立
山
は
神
秘

に
満
ち
た
山
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

コ
ラ
ム

疫
病
の
流
行
を
予
言
す
る
妖
怪
「
越
中
立
山
の
ク
タ
ベ
」クタベ模型

（富山県［立山博物館］蔵）
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二
、
医
学
の
近
代
化
と
衛
生
行
政
【
明
治
・
大
正
時
代
】

　

明
治
時
代
の
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
、
左
の
表
の
通
り
で
あ
る
。
大
正
時
代
の
富
山
県

民
の
平
均
寿
命
は
、
全
国
平
均
よ
り
五
歳
く
ら
い
短
命
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
明
治
時
代
の

富
山
県
民
の
平
均
寿
命
は
、
四
十
歳
に
も
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
明

治
時
代
の
寿
命
の
短
さ
の
原
因
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
、
乳
児
の
死
亡
率
が
高
い
。
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
全
国
の
乳
児
及
び
新
生

児
の
死
亡
率
は
、
出
生
一
〇
〇
〇
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
五
五
・
〇
と
七
九
で
あ
り
、

合
計
二
三
四
で
あ
る
。
同
四
十
三
年
に
お
い
て
は
、
乳
児
死
亡
率
は
一
六
一
・
二
、

新
生
児
死
亡
率
は
七
四
・
一
、
合
計
二
三
五
・
三
で
あ
る
。
明
治
期
は
、
生
後
一
年
以

内
に
百
人
中
二
十
三
人
が
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
県
の
乳
児
死
亡
率
の

数
値
は
、
全
国
統
計
よ
り
も
更
に
高
い
。

二
、
結
核
患
者
、
特
に
肺
結
核
患
者
が
多
か
っ
た
。
二
十
歳
代
の
青
年
男
女
の
多
く
が
こ

の
病
気
に
お
か
さ
れ
「
不
治
の
病
」
と
も
い
わ
れ
た
。
し
か
も
、
一
家
に
一
人
こ
の

病
気
に
か
か
る
と
、
次
々
に
感
染
し
て
一
家
全
滅
す
る
例
も
あ
っ
た
。

三
、
医
学
の
未
発
達
。
盲
腸
炎
・
肺
炎
・
疫
痢
で
死
ぬ
者
が
多
か
っ
た
。

四
、
医
師
・
病
院
の
不
足
。
明
治
四
十
三
年
十
二
月
の
県
内
の
公
私
立
病
院
数
は
七
院
で
、

入
院
患
者
数
は
合
計
一
万
三
千
人
、
外
来
患
者
数
は
合
計
七
万
七
千
人
。
医
師
数
は

六
百
十
一
人
。
当
時
の
県
人
口
は
七
十
八
万
人
で
、
医
師
一
人
あ
た
り
千
三
百
人
の

割
合
で
あ
っ
た
。

五
、
庶
民
の
貧
困
。
概
し
て
庶
民
は
貧
困
で
あ
り
、
健
康
保
険
制
度
も
な
か
っ
た
た
め
、

医
師
に
か
か
れ
ば
治
癒
す
る
病
気
で
も
、
医
師
に
か
か
れ
ず
に
売
薬
や
民
間
薬
で
治

療
す
る
し
か
な
く
、
死
に
至
る
者
が
多
か
っ
た
。

六
、
伝
染
病
（
感
染
症
）
の
猛
威
。
現
代
で
は
根
絶
さ
れ
た
天
然
痘
、
根
絶
に
近
い
コ
レ

ラ
・
赤
痢
・
腸
チ
フ
ス
な
ど
の
伝
染
病
が
明
治
・
大
正
時
代
に
は
た
び
た
び
大
流
行

し
、
多
く
の
死
者
を
出
し
た
。

人
生
四
十
年

回数 和　　暦 西　暦 男 女

第１回 明治24～31年 1891−1898 42.80 44.30

第２回 明治32～36年 1899−1903 43.97 44.85

第３回 明治42～大正2年 1909−1913 44.25 44.73

第４回 大正10～14年 1921−1925 42.06 43.20

第５回 大正15～昭和5年 1926−1930 44.82 46.54

第６回 昭和10年度 1935−1936 46.92 49.63

第８回 昭和22年 1947 50.06 53.96

第９回 昭和25～27年 1950−1952 59.57 62.97

第10回 昭和30年 1955 63.60 67.75

第11回 昭和35年 1960 65.32 70.19

第12回 昭和40年 1965 67.74 72.92

第13回 昭和45年 1970 69.31 74.66

第14回 昭和50年 1975 71.73 76.89

第15回 昭和55年 1980 73.35 78.76

第16回 昭和60年 1985 74.78 80.48

第17回 平成2年 1990 75.92 81.90

第18回 平成7年 1995 76.38
（76.46）

82.85
（82.96）

第19回 平成12年 2000 77.72 84.60

第20回 平成17年 2005 78.56 85.52

第21回 平成22年 2010 79.55 86.30

第22回 平成27年 2015 80.75 86.99

（単位：年）

平均寿命（完全生命表に基づく0歳児の平均余命）の推移

注：平成7年の（　）内は阪神・淡路大震災の影響を除去した値
厚生労働省　厚生労働統計「完全生命表」より作成

「完全生命表」：国勢調査に基づいて5年ごとに発表される統計
　　（第７回は中止）
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明
治
・
大
正
時
代
に
は
、
県
内
で
も
天
然
痘
・
コ
レ
ラ
・
赤
痢
・
腸
チ
フ
ス
な
ど
の

急
性
伝
染
病
が
何
度
も
流
行
し
た
。
特
に
コ
レ
ラ
は
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）、
同

十
九
年
、
同
二
十
八
年
に
大
流
行
が
見
ら
れ
、
明
治
十
九
年
の
大
流
行
に
際
し
て
は
、
患

者
一
万
六
千
二
百
七
十
一
人
、
死
者
一
万
七
百
六
十
四
人
を
出
し
、
コ
レ
ラ
流
行
地
の
指

定
を
受
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
明
治
十
三
年
七
月
、
政
府
は
「
伝
染
病
予
防
規
則
」
を
制

定
し
、
コ
レ
ラ
・
腸
チ
フ
ス
・
赤
痢
・
ジ
フ
テ
リ
ア
・
発
疹
チ
フ
ス
・
天
然
痘
の
六
病
を

指
定
し
た
。
こ
の
規
則
で
は
、
患
者
の
届
け
出
義
務
、
検
疫
委
員
の
制
度
、
避
病
院
（
隔

離
病
舎
）
の
設
備
、
交
通
遮
断
、
死
体
の
処
理
、
消
毒
な
ど
に
つ
い
て
の
条
項
が
定
め
ら

れ
た
。
同
年
九
月
に
は
、「
伝
染
病
予
防
心

得
書
」
を
通
達
し
、
同
年
「
種
痘
施
術
心
得

書
」も
公
布
し
て
い
る
。
明
治
三
十
年
に
は
、

「
伝
染
病
予
防
法
」
が
制
定
さ
れ
、
前
に
示

し
た
六
病
の
ほ
か
に
、
ペ
ス
ト
、
し
ょ
う
こ

う
熱
の
二
病
が
追
加
さ
れ
、
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）
の
改
正
で
パ
ラ
チ
フ
ス
、
流

行
性
脳
脊
髄
膜
炎
が
追
加
さ
れ
、
こ
れ
で
法

定
伝
染
病
は
十
種
と
な
っ
た
。
前
記
の
「
伝

染
病
予
防
法
」
は
、
伝
染
病
予
防
に
つ
い
て

画
期
的
な
進
歩
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

明
治
・
大
正
時
代
に
広
く
蔓
延
し
て
、
県
民
の
健
康
を
著
し
く
損
ね
た
慢
性
伝
染
病
に
、

結
核
、
眼
病
の
ト
ラ
ホ
ー
ム
（
ト
ラ
コ
ー
マ
）、
性
病
な
ど
が
あ
っ
た
。

　

ト
ラ
ホ
ー
ム
は
、
今
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
伝
染
性
眼
病
で
、
明
治
・
大
正
時
代
に

猛
威
を
振
る
っ
た
。
慢
性
結
膜
炎
で
あ
り
、
ま
ぶ
た
・
結
膜
が
た
だ
れ
、
常
に
涙
・
目
や

に
が
出
て
、
重
症
者
は
失
明
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
手
拭
い
・
洗
面
器
の
共
用
に
よ
っ
て

伝
染
し
た
の
で
、
一
家
全
員
が
ト
ラ
ホ
ー
ム
に
か
か
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ト
ラ
ホ
ー
ム

の
予
防
法
は
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
一
月
、
文
部
省
訓
令
の
「
学
校
清
潔
方
法
」

を
最
初
と
し
、
同
四
十
年
三
月
、
県
訓
令
に
て
一
般
ト
ラ
ホ
ー
ム
予
防
に
関
す
る
規
定
を

発
布
し
、
患
者
の
発
見
、
治
療
の
督
励
、
本
病
に
対
す
る
予
防
知
識
の
普
及
に
努
め
る
こ

と
と
し
た
。

　

性
病
は
花
柳
病
と
も
い
わ
れ
、
梅
毒
・
淋
病
な
ど
の
総
称
で
あ
る
。
本
県
に
お
い
て
は
、

明
治
十
七
年
三
月
、「
黴
毒
検
査
規
則
」
を
公
布
し
、
娼
妓
に
定
期
的
な
検
査
を
義
務
づ
け
、

治
療
を
徹
底
さ
せ
た
。
以
後
数
回
に
わ
た
る
規
則
改
正
が
あ
り
、
次
第
に
厳
重
に
な
っ
て

い
っ
た
。
同
四
十
四
年
三
月
、
県
は
「
富
山
県
娼
妓
病
院
規
則
」
を
公
布
し
、
そ
れ
ま
で

県
下
十
数
か
所
の
貸
座
敷
免
許
地
（
遊
廓
）
ご
と
に
設
置
し
て
い
た
娼
妓
病
院
を
廃
止
し
、

富
山
市
内
に
県
立
娼
妓
病
院
を
設
置
し
、
娼
妓
の
治
療
を
徹
底
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

天
然
痘
の
予
防
接
種
で
あ
る
種
痘
を
北
陸
で
初
め
て
導
入
し
た
の
は
、
福
井
藩
の
笠
原

良
策
で
あ
る
。
牛
痘
の
痘
苗
が
初
め
て
輸
入
さ
れ
た
の
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
で
、

笠
原
は
い
ち
早
く
こ
の
痘
苗
を
取
り
寄
せ
、
福
井
藩
の
除
痘
館
に
お
い
て
藩
内
の
小
児
た

ち
に
接
種
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
各
藩
は
、
藩
医
な
ど
を
福
井
へ
派
遣
し
て

伝
苗
を
乞
い
、
種
痘
術
を
修
め
さ
せ
た
。
こ

の
中
に
加
賀
藩
・
富
山
藩
の
医
者
の
名
も
見

え
る
。
金
沢
へ
は
嘉
永
三
年
二
月
、
黒
川

良
安
の
使
者
明
石
昭
斉
に
よ
っ
て
伝
苗
さ

れ
、
黒
川
・
明
石
ら
四
人
の
社
中
に
よ
り
金

沢
で
初
め
て
種
痘
が
行
わ
れ
た
。
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）、
藩
立
の
彦
三
町
種
痘
所
が
設

立
さ
れ
、
富
山
藩
に
お
い
て
も
、
同
年
、
赤

祖
父
昌
斎
ら
に
よ
っ
て
旅
籠
町
種
痘
所
が
設

立
さ
れ
、
越
中
に
お
け
る
種
痘
術
が
普
及
し

コレラの用心（明治20年）
（五十島家文書　富山県公文書館寄託）

天然痘の予防接種
（高岡市立中央図書館蔵）

急
性
伝
染
病
の
発
生
と
対
策

慢
性
伝
染
病
の
対
策

種
痘
の
普
及
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て
い
っ
た
。

　

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
一
月
、
新
川
県
権
令
山
田
秀
典
は
布
達
を
出
し
、
担
当
医
員

を
定
め
て
種
痘
を
行
わ
せ
た
。
そ
の
な
か
で
、
天
然
痘
の
恐
る
べ
き
こ
と
を
詳
し
く
説
明

し
、
近
年
種
痘
術
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
病
気
が
重
症
化
せ
ず
、
軽
症
で
済
ん
で
い
る
こ
と

を
述
べ
、
民
衆
が
種
痘
術
を
誤
解
し
て
怖
れ
、
接
種
を
受
け
る
者
が
少
な
い
こ
と
を
嘆
い

て
い
る
。
翌
年
九
月
、「
医
務
取
締
規
則
」
の
施
行
と
と
も
に
、
種
痘
は
全
面
的
に
強
制

施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
六
月
、
県
が
衛
生
普
及
の
た
め
「
市
町
村
衛
生
組
合
準

則
」
を
定
め
て
以
後
、
各
市
町
村
に
衛
生
組
合
を
組
織
し
、
衛
生
観
念
の
普
及
、
掃
除
の

徹
底
励
行
、
伝
染
病
の
予
防
対
策
な
ど
に
努
力
し
、
徐
々
に
効
果
を
上
げ
て
い
っ
た
。
明

治
二
十
七
年
、
県
令
の
な
か
で
、「
定
期
掃
除
規
則
」
を
制
定
し
、
春
秋
二
回
、
期
日
を

告
示
し
て
定
期
的
大
掃
除
を
行
わ
せ
、
伝
染
病
予
防
上
必
要
あ
る
時
は
臨
時
に
掃
除
を
命

ず
る
こ
と
を
定
め
た
。
同
二
十
八
年
八
月
、
県
は
「
市
町
村
清
潔
法
」
を
公
布
し
、「
ド

ブ
さ
ら
い
を
毎
月
一
回
以
上
せ
よ
、
塵
芥
汚
物
は
毎
週
二
回
以
上
収
集
せ
よ
、
飲
用
水
に

は
汚
水
、汚
物
を
混
入
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
」
な
ど
詳
細
な
内
容
を
訓
令
し
た
。
さ
ら
に
、

同
三
十
三
年
六
月
、
県
は
「
市
町
村
衛
生
組
合

設
置
概
則
」
を
公
布
し
、
十
五
条
に
わ
た
っ
て

詳
細
に
規
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
衛
生
組
合
を

市
町
村
毎
に
作
ら
せ
、
春
秋
の
大
掃
除
に
は
警

察
官
が
見
回
っ
て
監
督
し
た
。
当
時
の
衛
生
指

導
と
監
督
は
専
ら
警
察
署
の
担
当
で
あ
っ
た
。

明
治
二
十
六
年
十
月
、
衛
生
事
務
は
内
務
省
警

察
部
の
所
管
と
な
り
、
同
三
十
一
年
、
府
県
警

察
部
内
に
衛
生
課
を
設
け
る
よ
う
訓
令
が
出
さ

れ
た
。
本
県
で
は
同
三
十
年
十
月
に
警
察
部
内

に
衛
生
課
が
設
置
さ
れ
た
。
警
察
官
の
威
光
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
、
効
果
あ
る
衛
生
指

導
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
富
山
県
警
察
部
は
、
明
治
三
十
二
年
度
か
ら

六
年
間
継
続
し
て
、
関
係
の
警
部
・
巡
査
な
ど
を
選
抜
し
て
、
大
日
本
私
立
衛
生
会
（
後

の
日
本
衛
生
会
）
が
主
催
す
る
衛
生
講
習
会
に
派
遣
し
て
受
講
さ
せ
、こ
れ
ら
を
郡
役
所
・

警
察
署
に
配
置
し
て
、
衛
生
事
務
を
担
当
さ
せ
た
。
一
方
で
、
衛
生
講
話
会
・
活
動
写
真

会
な
ど
を
開
催
し
て
、
県
民
の
衛
生
思
想
の
向
上
と
普
及
に
も
努
め
た
。

　

隔
離
病
舎
（
避
病
院
）
は
、「
伝
染
病
予
防
法
」
の
制
定
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
明
治

十
二
年
（
一
八
七
九
）
や
同
十
九
年
の
コ
レ
ラ
大
流
行
に
際
し
て
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
患

者
の
家
を
そ
の
ま
ま
臨
時
の
隔
離
病
舎
に
あ
て
た
が
、
流
行
が
終
わ
れ
ば
自
然
消
滅
し
て

い
た
。
本
県
で
は
明
治
二
十
八
年
六
月
、
避
病
院
を
設
置
す
べ
き
市
町
と
し
て
、
次
の
通

り
十
六
市
町
を
指
定
し
た
。

　

富
山
市　

高
岡
市　

滑
川
町　

東
水
橋
町　

東
岩
瀬
町　

新
庄
町　

四
方
町　

魚
津
町

　

泊
町　

生
地
町　

氷
見
町　

新
湊
町　

出
町　

石
動
町　

井
波
町　

福
光
町

　

明
治
三
十
四
年
以
後
は
、
そ
の
他
の
町
村
に
も
補
助
金
を
交
付
し
、
伝
染
病
院
ま
た
は

避
病
院
の
設
置
に
努
め
た
。
た
だ
し
、
村
部
に
あ
っ
て
は
、
病
人
の
い
な
い
時
に
は
、
他

の
目
的
（
例
え
ば
村
役
場
や
各
種
倉
庫
な
ど
）
に
転
用
し
て
、
法
定
伝
染
病
発
生
時
の
み

本
来
の
目
的
に
使
用
す
る
、
と
い

う
例
が
多
か
っ
た
。

　

ま
た
、
伝
染
病
の
蔓
延
防
止
の

た
め
の
措
置
と
し
て
、
発
生
地
域

と
他
地
域
と
の
往
来
を
制
限
す
る

交
通
遮
断
の
措
置
が
と
ら
れ
る
場

合
が
あ
っ
た
。

内務省衛生局雑誌　第一号
（海内家文書　富山県公文書館蔵）

赤痢予防に関し交通遮断施行廃止の件通牒
（戦前公文書　富山県公文書館蔵）

衛
生
組
合
と
衛
生
行
政
を
担
う
内
務
省
・
警
察
官

伝
染
病
発
生
時
の
対
応
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三
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
猛
威

　
　
　 

～
一
〇
〇
年
前
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク【
大
正
時
代
】

　

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
か
ら
同
九
年
に
か
け
て
、
全
世
界
的
に
「
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
発
生
し
た
。
当
時

の
日
本
の
新
聞
は
、
こ
れ
を
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
（
西
班
牙
感
冒
）」
と
名
付
け
て
報
道
し

た
。
流
行
源
は
現
在
も
特
定
で
き
て
い
な
い
が
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
始
ま
っ
た
大
正
七
年

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
で
あ
り
、
各
国
で
戦
時
の
情
報
統
制
が
強
化
さ
れ
て
い
た
な
か

で
、
中
立
国
で
あ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
で
は
感
染
症
に
よ
る
被
害
が
自
由
に
報
道
さ
れ
て
い
た

た
め
、
こ
の
名
が
つ
い
た
と
さ
れ
る
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
」
を
病
原
体
と
す
る
急
性
感
染

症
で
あ
り
、
日
本
な
ど
の
温
帯
で
は
、
現
在
で
は
冬
季
に
毎
年
の
よ
う
に
流
行
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
以
前
の
日
本
に
お
い
て
も
た
び
た
び
大
流
行
し
て
お
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と

思
わ
れ
る
「
風
疫
」、「
風
邪
」、「
風
疾
」、「
時
気
感
冒
」
な
ど
の
記
録
を
た
ど
る
と
、
江

戸
時
代
に
は
二
十
七
回
の
大
流
行
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
富
士
川
游
『
日
本
疾
病
史
』）。
ま

た
、
多
く
の
場
合
に
欧
米
諸
国
の
大
流
行
と
の
関
連
が
み
ら
れ
、
と
く
に
開
国
以
後
は
世

界
的
な
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
大
流
行
と
重
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。近
代
に
入
り
、

「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
の
概
念
が
明
確
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
三
年

（
一
八
九
〇
）の
大
流
行
の
時
で
、「
流
行
性
感
冒
」の
名
称
が
こ
の
時
初
め
て
用
い
ら
れ
た
。

　
「
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
に
は
、
全
世
界
で
五
億
人
が
感
染
し
た
と
さ
れ
、

こ
れ
は
、
当
時
の
世
界
人
口
（
十
八
～
二
十
億
人
）
の
三
割
程
度
と
さ
れ
る
。
死
亡
者
数

は
五
千
万
～
一
億
人
以
上
、
お
そ
ら
く
は
一
億
人
を
超
え
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、

人
類
史
上
最
も
多
く
の
死
者
を
出
し
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
一
説

に
よ
る
と
、
こ
の
大
流
行
に
よ
り
多
く
の
死
者
が
出
た
こ
と
で
徴
兵
可
能
な
成
人
男
性
が

減
っ
た
た
め
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
が
早
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
大
正
七
年
四
月
、
当
時
日
本
の
統
治
下
に
あ
っ
た
台
湾
で
巡
業
中
の
真ま

さ
ご
い
し

砂
石

な
ど
の
大
相
撲
力
士
三
人
が
謎
の
感
染
症
で
急
死
し
、

同
年
五
月
の
夏
場
所
で
は
高
熱
な
ど
に
よ
り
休
場
す
る

力
士
が
続
出
し
た
た
め
、
世
間
で
は
「
相
撲
風
邪
」
や

「
力
士
風
邪
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
同
年
八
月

に
港
湾
か
ら
貨
物
や
乗
客
と
と
も
に
日
本
に
上
陸
し
、

鉄
道
で
地
方
都
市
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
同

年
十
月
に
大
流
行
が
始
ま
り
、
世
界
各
地
で
「
ス
ペ
イ

ン
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
や
、

国
内
で
も
各
道
府
県
の
学
校
や
病
院
を
中
心
に
多
く
の

患
者
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
折
か
ら

の
大
戦
景
気
に
湧
く
な
か
で
、
農
村
か
ら
の
労
働
者
が

炭
鉱
や
製
糸
工
場
な
ど
の
過
密
空
間
で
働
く
こ
と
で
ク

ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
と
さ
れ
る
。
都
市
部
の
病
院
に

は
患
者
が
殺
到
し
、
医
師
や
看
護
婦
に
も
感
染
が
広
が

り
、
医
療
崩
壊
が
発
生
し
て
い
る
。
流
行
の
第
一
波
は

大
正
七
年
十
月
か
ら
大
正
八
年
三
月
、
第
二
波
が
大
正

八
年
十
二
月
か
ら
大
正
九
年
三
月
、
第
三
波
が
大
正
九

年
十
二
月
か
ら
大
正
十
年
三
月
に
か
け
て
で
あ
る
。

　

当
時
の
日
本
の
人
口
五
千
五
百
万
人
に
対
し
約

二
千
三
百
八
十
万
人
（
人
口
比
：
約
四
十
三
％
）
が
感

染
、
三
十
九
万
人
（
肺
結
核
、
気
管
支
炎
等
が
死
因
と

さ
れ
た
者
を
含
む
と
五
十
万
人
に
の
ぼ
る
）
が
死
亡
し

た
。
著
名
人
で
は
大
正
七
年
に
島
村
抱
月
、
大
正
八
年

に
大
山
捨
松
、
竹
田
宮
恒
久
王
、
辰
野
金
吾
が
死
去
し

た
。

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
流
行

集　計　期　間 患　者 死　者 致死率
第１波を含む期間 1918（大正７）年８月−1919（大正８）年７月 2116万8398人 25万7363人 1.22%
第２波を含む期間 1919（大正８）年８月−1920（大正９）年７月 241万2097人 12万7666人 5.29%
第３波を含む期間 1920（大正９）年８月−1921（大正10）年７月 22万4178人 　3698人 1.65%

合計 1918（大正７）年８月−1921（大正10）年７月 2380万4673人 38万8727人 1.63%
内務省衛生局編『流行性感冒』（大正11年）による

日本の感染状況
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国
の
対
応
（『
内
務
省
史
』『
流
行
性
感
冒
』
よ
り
）

　

当
時
、イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
伝
染
病
予
防
法
で
規
定
さ
れ
る
伝
染
病
で
は
な
か
っ
た
が
、

内
務
省
を
中
心
に
、行
政
措
置
と
し
て
様
々
な
対
策
が
実
施
さ
れ
た
。大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
時
代
背
景
の
な
か
で
、
明
治
期
の
コ
レ
ラ
防
疫
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国
民
生
活
へ

の
強
制
的
な
介
入
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
、
国
民
の
予
防
自
覚
の
啓
発
や
経
済
的
弱
者
の

救
済
に
目
を
向
け
た
施
策
が
な
さ
れ
た
。
内
務
省
で
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
十
月

二
十
三
日
に
「
悪
性
感
冒
の
予
防
に
関
す
る
」
通
牒
を
発
し
て
注
意
を
喚
起
し
、
さ
ら
に

同
八
年
二
月
一
日
の
「
悪
性
感
冒
の
予
防
撲
滅
に
関
す
る
」
通
牒
で
、
わ
か
り
や
す
い
予

防
の
心
得
を
配
布
す
る
と
共
に
、
マ
ス
ク
の
使
用
を
奨
励
し
て
い
る
。
第
二
波
の
流
行
に

際
し
て
は
、
同
八
年
十
月
二
十
二
日
の
「
流
行
性
感
冒
の
予
防
に
関
す
る
」
通
牒
と
同
年

十
二
月
二
十
七
日
の
通
牒
で
、
マ
ス
ク
使
用
の
奨
励
と
貧
困
者
へ
の
給
付
、
う
が
い
の
励

行
、
予
防
注
射
な
ど
を
指
示
し
て
い
る
。
同
九
年
一
月
十
六
日
の
内
務
省
訓
令
で
は
、
予

防
方
法
の
徹
底
と
各
道
府
県
へ
の
防
疫
職
員
の
配
置
を
指
示
し
、
同
月
十
九
日
に
は
標
語

ポ
ス
タ
ー
四
十
八
万
枚
を
全
国
に
配
布
し
た
。
さ
ら
に
カ
ラ
ー
の
「
予
防
ポ
ス
タ
ー
」
も

配
布
し
た
。
そ
の
後
も
各
道
府
県
の
施
策
調
査
を
頻
繁
に
お
こ
な
い
、
施
策
の
参
考
に
す

る
こ
と
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
。

医
師
の
対
応
（『
大
正
七
・
八
年
ノ
世
界
的
流
行
性
感
冒
ノ
見
聞
録
』
よ
り
）

　

医
師
自
身
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
記
録
で
現
存
す
る
唯
一
の
も
の
と
し
て
、
栃
木
県
矢
板

の
開
業
医
・
五
味
淵
伊
次
郎
の
手
記
『
大
正
七
・
八
年
ノ
世
界
的
流
行
性
感
冒
ノ
見
聞
録
』

が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
治
療
法
が
な
い
中
で
、
症
状
の
似
た
ジ
フ
テ
リ
ア
の
血

清
療
法
を
患
者
や
自
分
自
身
に
試
し
て
経
過
を
詳
細
に
記
録
し
、
情
報
を
共
有
し
よ
う
と

し
た
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
血
清
注
射
の
費
用
の
す
べ
て
を
患
者
か
ら
回
収

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
五
味
淵
自
身
が
負
担
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

学
者
の
対
応
（
ワ
ク
チ
ン
開
発
）

　

ワ
ク
チ
ン
開
発
は
、
第
二
波
の
流
行
に
際
し
て
国
内
で
も
進
め
ら
れ
た
。
ま
ず
、
民
間

の
北
里
研
究
所
（
所
長
・
北
里
柴
三
郎
）
が
、
細
菌
研
究
で
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
自

負
も
あ
り
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
を
原
因
菌
と
断
定
し
て
開
発
を
進
め
た
。
一
方
、

国
立
伝
染
病
研
究
所
所
長
・
長
与
又
郎
（
東
京
帝
国
大
学
）
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
以

外
の
未
知
の
病
原
体
の
関
与
を
考
え
て
い
た
が
、
当
時
の
光
学
顕
微
鏡
で
は
ウ
イ
ル
ス
を

見
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
病
原
体
は
不
明
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

世
論
や
政
治
家
な
ど
の
ワ
ク
チ
ン
開
発
へ
の
期
待
と
開
発
の
遅
れ
に
対
す
る
批
判
に
も
押

さ
れ
る
形
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
と
「
肺
炎
球
菌
」
と
の
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
開
発

し
た
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
ワ
ク
チ
ン
は
、
東
京
府
、
神
奈
川
県
、
鹿
児
島
県
な
ど
七
府
県

お
よ
び
北
里
研
究
所
や
大
日
本
製
薬
な
ど
の
全
国
約
二
十
か
所
で
量
産
さ
れ
た
。
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
病
原
体
は
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
」
で
あ
り
、
現
代
医
学
の
立
場
で

見
れ
ば
、
こ
の
時
開
発
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
に
は
効
果
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時

か
ら
ワ
ク
チ
ン
の
効
果
を
疑
問
視
す
る
声
は
あ
っ
た
が
、
五
百
万
人
以
上
が
接
種
し
た
と

報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

京
都
市
の
真
宗
大
谷
派
徳
正
寺
で
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
流
行
し
た
当
時
十
二
歳
の

女
学
生
・
井
上
正
子
さ
ん
（
故
人
）
が
綴
っ
た
日
記
が
発
見
さ
れ
た
。
学
校
の
休
校
、

休
校
時
の
家
族
団
ら
ん
、
友
人
の
感
染
、
新
聞
の
死
亡
広
告
か
ら
感
じ
る
身
近
に
迫

る
感
染
の
恐
怖
、
そ
し
て
、
祖
父
の
死
と
自
ら
の
感
染
な
ど
に
つ
い
て
、
十
二
歳
の

あ
り
の
ま
ま
の
思
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
一
部
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
。

「
十
一
月
二
日
土
曜
日

此
頃
大
層
風
が
流
行
る
か
ら
学
校
は
今
日

か
ら
四
日
間
お
休
み
に
な
っ
た
、（
中
略
）

今
朝
弟
は
姉
ち
ゃ
ん
は
よ
い
な
お
休
み
だ

か
ら
と
う
ら
や
ま
し
さ
う
に
学
校
へ
行
つ

た
。
正
午
帰
つ
て
来
て
姉
ち
ゃ
ん
〱
僕
と

こ
一
週
間
体
へ（
マ
ゝ
）と
う
れ
し
さ
う
に

し
て
ゐ
た
。」

　

感
染
症
の
歴
史
は
、
統
計
的
な
数
字
が

注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
経
験
し
た
一
人
ひ
と
り
の
思
い
に
触
れ
る
こ
と
の
大
切

さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
史
料
で
あ
る
。
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
経
験
し
た
一
人
ひ

と
り
の
思
い
は
、
ど
の
よ
う
に
残
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

ス
ペ
イ
ン
風
邪
へ
の
取
り
組
み

コ
ラ
ム

京
都
で
発
見
さ
れ
た
女
学
生
の
日
記

井上正子日記
（京都市徳正寺蔵）

− 9−



流
行
の
第
一
波

　

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
十
月
初
旬
か
ら
県
内
に
も
流

行
の
気
配
が
見
え
て
い
た
が
、
二
十
日
頃
か
ら
感
染
者
が

増
加
し
、
流
行
の
最
も
激
し
か
っ
た
富
山
市
で
は
、
十
一

月
二
日
か
ら
富
山
中
学
校
・
県
立
高
等
女
学
校
・
女
子
師

範
学
校
な
ど
が
五
日
間
休
校
し
、
つ
い
で
出
町
・
新
湊
・

小
杉
の
各
小
学
校
も
休
校
し
た
。
当
初
は
、
富
山
市
と
東

西
砺
波
・
射
水
の
各
郡
内
で
猛
烈
に
流
行
し
、
富
山
市
で

は
中
学
校
に
つ
い
で
十
一
月
五
日
か
ら
市
内
の
小
学
校
も

一
斉
に
休
校
し
た
。
十
一
月
四
日
、
風
邪
に
か
か
っ
て
い

る
児
童
は
、
欠
席
者
千
三
百
八
十
四
名
、
欠
席
に
至
ら
な

い
者
二
千
三
十
五
名
あ
わ
せ
て
三
千
四
百
十
九
名
で
、
教

室
の
三
分
の
一
ぐ
ら
い
が
空
席
と
な
り
、
教
師
の
欠
勤
も

続
出
し
て
い
た
。
こ
の
富
山
市
の
流
行
も
十
一
月
十
日
頃

か
ら
や
や
収
ま
り
、
流
行
の
中
心
は
高
岡
方
面
に
移
り
、

下
旬
に
よ
う
や
く
下
火
と
な
っ
た
。

流
行
の
第
二
波

　

大
正
八
年
十
一
月
に
入
る
と
東
京
、
京
都
、
大
阪
か
ら

新
潟
、
石
川
、
富
山
な
ど
に
波
及
し
た
。
そ
の
様
子
を
内

務
省
衛
生
局
編
『
流
行
性
感
冒
』
に
は
、「
今
回
の
感
染

者
の
多
数
は
前
回
流
行
時
に
感
染
し
な
か
っ
た
者
で
あ

り
、
比
較
的
重
症
化
し
や
す
く
、
前
回
感
染
し
今
回
も
感

染
し
た
者
は
大
体
軽
症
で
あ
っ
た
」と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

表
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
第
一
波
に
比
べ
て
、
患
者
数
は

少
な
い
が
、
致
死
率
は
非
常
に
高
い
水
準
で
あ
っ
た
。

流
行
の
第
三
波

　

大
正
九
年
末
か
ら
感
染
者
が
増
え
は
じ
め
た
が
、「
高
岡
新
報
」
は
、二
月
十
九
日
付
で
、

「
今
年
の
流
行
性
悪
感
冒
は
、
小
児
を
激
し
く
冒
す
、
四
十
二
度
近
い
熱
が
出
て
、
血
を

吐
い
た
り
下
痢
し
た
り
す
る
」
と
報
じ
て
い
る
。
小
児
・
児
童
の
重
症
化
の
リ
ス
ク
が
警

戒
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、
こ
の
時
期
は
戦
後
恐
慌
の
時
期
に
あ
た
り
、

社
会
全
体
の
関
心
や
行
政
の
対
応
は
、
貧
困
者
の
救
済
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。

県
の
対
応

　
『
流
行
性
感
冒
』
に
は
、
各
道
府
県
か
ら
報
告
さ
れ
た
対
策
状
況
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
の
富
山
県
の
対
策
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

　

予
防
思
想
の
啓
発
と
し
て
は
、「
県
費
を
使
っ
て
予
防
心
得
書
一
万
二
千
枚
を
印
刷
し
、

町
村
役
場
、
学
校
、
工
場
、
劇
場
な
ど
大
勢
の
人
の
集
ま
る
場
所
に
掲
示
さ
せ
、
予
防
宣

伝
に
努
め
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

マ
ス
ク
の
奨
励
に
つ
い
て
は
、「
マ
ス
ク
の
使
用
を
奨
励
す
る
た
め
に
公
務
員
が
率
先

し
て
使
用
す
る
よ
う
に
し
た
。
主
に
理
容
師
、
助
産
師
、
看
護
婦
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
、
鍼

灸
師
と
し
て
営
業
す
る
者
に
対
し
て
使
用
を
促
し
、
劇
場
、
寄
席
、
映
画
館
等
の
入
口
に

は
「
入
場
者
は
マ
ス
ク
着
用
の
こ
と
」
と
の
張
札
を
掲
示
さ
せ
、
木
戸
口
で
各
人
に
対
し

マ
ス
ク
の
着
用
を
求
め
た
。
工
場
で
は
ほ
と
ん
ど
の
工
場
主
に
マ
ス
ク
を
作
製
さ
せ
た
上

で
使
用
さ
せ
た
。
学
校
職
員
、
生
徒
の
間
で
は
一
般
に
マ
ス
ク
は
普
及
し
て
お
り
使
用
す

る
者
は
多
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
マ
ス
ク
着
用
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
第
二
波
の
大
正
九
年
一
月
か
ら
で
、
一
月
十
五
日
、
県
内
務
部
長
・
警
察
部
長
連
名

で
各
市
町
村
長
な
ど
へ
十
二
項
目
の
感
冒
警
戒
の
通
牒
が
出
さ
れ
、
第
二
項
で
マ
ス
ク
の

使
用
を
奨
励
し
て
い
る
。

　

貧
困
者
の
医
療
救
済
事
業
の
状
況
に
つ
い
て
は
、「
山
間
の
僻
地
の
た
め
交
通
が
不
便

な
部
落
で
本
病
の
流
行
が
激
し
さ
を
極
め
た
下
新
川
郡
大
布
施
村
、
同
郡
石
田
村
お
よ
び

中
新
川
郡
東
谷
村
の
三
つ
の
村
に
、
防
疫
員
ま
た
は
警
察
医
を
派
遣
し
予
防
接
種
な
ら
び

に
患
者
の
治
療
を
行
い
、
受
診
し
た
患
者
の
数
は
三
百
三
十
九
人
、
治
療
延
べ
日
数
は

二
千
二
百
八
十
三
日
に
及
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

県
内
の
感
染
状
況
と
対
応

集　計　期　間 患　者 死　者 致死率
第１波を含む期間 1918（大正７）年８月−1919（大正８）年７月 37万8167人 3926人 1.04%
第２波を含む期間 1919（大正８）年８月−1920（大正９）年７月 1万8449人 1474人 7.99%
第３波を含む期間 1920（大正９）年８月−1921（大正10）年７月 1453人 55人 3.79%

合計 1918（大正７）年８月−1921（大正10）年７月 39万8069人 5455人 1.37%
内務省衛生局編『流行性感冒』（大正11年）による

富山県の感染状況
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四
、
衛
生
行
政
の
展
開「
治
療
か
ら
予
防
へ
」【
昭
和
戦
前
期
】

　

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
背
景
と
し
て
大
正
時
代
中
期
に
は
社
会
事
業
の
考
え
方
が
広
ま

り
、
さ
ら
に
昭
和
の
恐
慌
期
の
「
救
護
法
」
の
制
定
に
よ
っ
て
社
会
事
業
の
展
開
が
み
ら

れ
た
。
し
か
し
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
満
州
事
変
以
降
、
戦
時
体
制
へ
移
行
す
る

な
か
で
、
社
会
事
業
も
戦
時
厚
生
事
業
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
。

　

そ
の
厚
生
事
業
を
担
う
行
政
機
関
と
し
て
、
昭
和
十
三
年
一
月
、
厚
生
省
が
設
置
さ
れ

た
。
こ
れ
は
内
務
省
社
会
局
を
発
展
さ
せ
て
「
社
会
省
」
の
設
置
を
求
め
る
流
れ
と
、
徴

兵
検
査
に
お
け
る
不
合
格
者
の
増
加
に
端
を
発
し
た
軍
部
か
ら
の
「
衛
生
省
」
設
置
を
求

め
る
流
れ
が
、
一
つ
に
な
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
の
名
称
案
は
、「
保
健

社
会
省
」
で
あ
っ
た
が
、
枢
密
院
で
の
審
議
の
な
か
で
、『
書
経
』
の
中
の
「
正
徳
利
用

厚
生
惟
和
」
に
由
来
し
、
民
の
生
を
厚
く
す
る
、
す
な
わ
ち
、
国
民
の
生
活
を
豊
か
に
す

る
と
い
う
意
味
か
ら
「
厚
生
」
と
い
う
文
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
提

案
し
た
の
は
、
氷
見
出
身
で
、
富
山
県
で
初
め
て
大
臣
に
な
っ
た
南
弘
で
あ
っ
た
。
南
は

当
時
、
枢
密
院
の
顧
問
官
で
あ
り
、
漢
学
の
素
養
を
生
か
し
て
「
厚
生
省
」
の
名
付
け
親

と
な
っ
た
。
昭
和
十
三
年
一
月
の
厚
生
省
の
官
制
で
は
、
体
力
局
・
衛
生
局
・
予
防
局
・

社
会
局
・
労
働
局
・
保
険
院
・
臨
時
軍
事
援
護
部
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
社
会
事
業
部

門
は
戦
争
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

厚
生
省
は
「
治
療
か
ら
予
防
へ
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
国
民
の
健
康
を
指

導
す
る
機
関
と
し
て
保
健
所
の
設
置

を
進
め
た
。
厚
生
省
設
置
以
前
の
昭

和
十
二
年
四
月
に
「
保
健
所
法
」
は

制
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
具
体
的

実
現
は
厚
生
省
設
置
後
に
推
進
さ
れ

た
。
そ
の
任
務
は
、
衛
生
思
想
の
普

及
、
栄
養
の
改
善
や
飲
食
物
の
衛
生
、
妊
産
婦
お
よ
び
乳
幼
児
の
衛
生
、
疾
病
の
予
防
な

ど
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
七
年
、
そ
れ
ま
で
地
方
長
官
の
権
限
で
あ
っ
た
体
力
向
上
に
つ
い

て
の
指
示
や
療
養
に
関
す
る
処
置
命
令
の
権
限
を
保
健
所
長
が
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
保

健
所
は
単
な
る
指
導
機
関
で
は
な
く
、
行
政
措
置
を
行
う
機
関
と
し
て
の
性
格
も
併
せ
持

つ
こ
と
と
な
っ
た
。
本
県
に
お
い
て
は
、
昭
和
十
三
年
四
月
二
日
に
三
日
市
保
健
所
、
同

十
四
年
四
月
一
日
に
福
野
保
健
所
、
同
十
五
年
七
月
十
一
日
に
上
市
保
健
所
が
設
置
さ
れ

た
。

　

ま
た
、
明
治
以
来
、
民
間
の
衛
生
に
関
す
る
組
織
と
し
て
生
ま
れ
た
衛
生
組
合
は
、
昭

和
六
年
七
月
に
は
全
国
で
七
万
三
千
二
十
七
に
達
し
、
衛
生
行
政
の
協
力
団
体
と
し
て
活

動
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
同
十
五
年
九
月
の
内
務
省
訓
令
に
よ
っ
て
町
内
会
や
部
落

会
が
整
備
さ
れ
、
衛
生
組
合
は
町
内
会
や
部
落
会
に
統
合
さ
れ
て
、
姿
を
消
し
た
。

　

本
県
で
は
昭
和
に
入
っ
て
も
結
核
に
よ
る
死
亡
率
は
高
い
比
率
を
示
し
て
お
り
、
結
核

予
防
は
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
県
は
結
核
性
虚
弱
者
や
貧
困
の
た
め
結
核
治
療

が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
、
診
療
・
調
剤
・
栄
養
品
の
補
給
や
消
毒
薬
品
の
供
与
を
昭
和

七
年
（
一
九
三
二
）
か
ら
行
っ
た
（「
救
養
規
程
」
富
山
県
告
示
第
三
六
三
号
）。
そ
の
た
め
に

結
核
予
防
委
員
を
置
い
た
。
予
防
委
員
は
、
救
養
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
発

見
し
た
と
き
は
所
轄
警
察
署
長
に
通
報
し
、
知
事
の
認
定
を
受
け
て
か
ら
救
養
を
受
け
さ

せ
た
。
さ
ら
に
同
年
、
結
核
患
者
の
た
め
の
保
健
相
談
所
を
設
け
た
。
戦
時
下
に
入
る
と
、

結
核
が
戦
力
を
弱
め
る
こ
と

か
ら
、
昭
和
十
四
年
四
月
、

厚
生
省
予
防
局
に
結
核
課
が

設
け
ら
れ
、
農
山
漁
村
結
核

予
防
対
策
に
着
手
し
た
。
翌

十
五
年
に
は
財
団
法
人
結
核

予
防
会
富
山
県
支
部
を
組
織

戦時当時の保健所
（『八十年を歩む　富山県置県８0周年記念誌』）

結核予防に関し健民運動　
　　　　　実施方の件通知
（戦前公文書　富山県公文書館蔵）

厚
生
省
と
保
健
所
の
設
置

結
核
予
防
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す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
結
核
療
養
所
（
古
里
保
養
院
）
に
隣
接
し
て
五
十
人

収
容
の
療
養
所
を
建
設
し
、
予
防
思
想
の
普
及
、
療
養
の
訪
問
指
導
の
事
業
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
し
た
。

　

昭
和
十
七
年
六
月
、
厚
生
省
予
防
局
長
か
ら
富
山
県
知
事
あ
て
の
「
結
核
予
防
生
活
指

導
奨
励
ニ
関
ス
ル
件
」
の
中
で
、
帰
郷
者
健
康
診
断
と
居
宅
改
善
が
う
た
わ
れ
、
農
村
に

お
け
る
結
核
予
防
事
業
と
し
て
、
助
成
金
を
交
付
し
て
非
衛
生
的
な
居
宅
（
特
に
居
室
・

寝
室
・
そ
の
他
の
部
屋
の
窓
の
新
設
）、患
者
の
隔
離
施
設
の
改
善
が
図
ら
れ
た
。
同
十
八

年
十
月
、
県
は
「
富
山
県
結
核
撲
滅
規
則
」
を
制
定
し
、
結
核
撲
滅
の
た
め
に
窓
を
開
け
、

万
年
床
の
廃
止
、
衣
類
・
寝
具
の
曝
干
を
励
行
す
る
こ
と
を
定
め
た
。

　

日
本
赤
十
字
社
富
山
支
部
病
院
は
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
に
開
設
さ
れ
、
同

四
十
二
年
に
富
山
市
東
田
地
方
町
に
新
築
移
転
し
た
。
富
山
市
街
地
に
あ
っ
て
交
通
の
便

が
よ
く
、
県
内
各
地
か
ら
患
者
が
来
て
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
関
東
大

震
災
の
ほ
か
、
井
波
町
・
新
湊
町
・
生
地
町
・
氷
見
町
・
魚
津
町
な
ど
の
大
火
、
黒
部
川

水
害
な
ど
災
害
発
生
の
た
び
に
医
員
・
薬
剤
師
・
看
護
婦
を
派
遣
し
て
救
護
に
当
た
っ
た
。

　

社
会
的
に
活
動
し
た
医
療
機
関
と
し
て
、
恩
賜
財
団
済
生
会
の
委
嘱
に
よ
り
発
足
し

た
済
生
会
病
院
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
四
十
四
年
二
月
十
一
日
紀
元
節
の
日
に
、「（
前

略
）
業
ヲ
勧
メ
教
ヲ
敦
ク
シ
民
カ
ノ
発
達
ヲ
遂
ゲ
シ
ム
ベ
キ
ヲ
以
テ
セ
ラ
レ
先
ヅ

無
告
ノ
窮
民
ニ
対
シ
、
施
薬
、
救
療
以
テ
済
生
ノ
道
ヲ
弘
メ
ヨ
（
後
略
）」
の
勅
語

と
、
御
内
帑
金
百
五
十
万
円
を
元
に
し
て
、
六
大
都
市
資
産
家
な
ど
の
寄
付
金
を
併
せ

二
千
五
百
八
十
五
万
円
で
始
め
ら
れ
た
事
業
で
あ
る
。
富
山
県
で
は
、
恩
賜
財
団
済
生
会

設
立
の
趣
旨
に
従
い
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
七
月
十
九
日
、
済
生
会
富
山
県
支
部
が

県
厚
生
部
社
会
福
祉
課
内
に
設
置
さ
れ
た
。
済
生
会
で
は
、
各
市
町
村
を
通
じ
て
医
療
券

を
発
行
し
、
ま
た
、
日
本
赤
十
字
社
富
山
県
支
部
に
委
託
し
て
巡
回
診
療
な
ど
を
行
っ
た
。

こ
の
間
、
県
知
事
か
ら
富
山
市
内
に
常
設
診
療
所
を
設
け
る
よ
う
申
し
出
が
あ
り
、
富
山

市
長
か
ら
の
請
願
や
富
山
市
社
会
事
業
協
会
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
て
診
療
所
設
置
が
決
定
、

さ
ら
に
病
院
設
立
に
改
め
ら
れ
た
。

昭
和
十
年
四
月
一
日
、
富
山
市
新
桜

町
神
通
川
廃
川
地
に
恩
賜
財
団
済
生

会
富
山
病
院
（
病
床
数
二
十
床
）
が

開
業
し
た
。

　

そ
の
他
、
公
共
医
療
機
関
と
し
て

設
け
ら
れ
た
も
の
に
国
立
療
養
所
富

山
病
院
が
あ
る
。
昭
和
十
三
年
一
月
、

百
三
十
二
床
の
結
核
療
養
所
と
し
て
、

婦
負
郡
婦
中
町
新
町
に
富
山
県
立
古

里
保
養
院
が
開
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

財
団
法
人
健
康
保
険
連
合
会
北
陸
地

方
療
養
所
（
定
床
四
十
六
床
）
を
併

設
し
、
同
十
五
年
十
一
月
に
は
県
立

教
員
保
養
所
（
定
床
五
十
床
）
も
併
設
し
た
。
同
十
七
年
三
月
、
百
五
床
を
増
床
し
、
財

団
法
人
結
核
予
防
会
富
山
県
支
部
療
養
所
（
定
床
六
四
床
）
を
併
設
し
た
。
翌
十
八
年
四

月
一
日
、
県
立
分
の
み
日
本
医
療
団
に
移
管
さ
れ
、
県
二
百
三
十
七
床
、
健
保
四
十
六
床
、

予
防
会
六
十
四
床
、
計
三
百
四
十
七
床
と
な
っ
た
。
戦
後
、
厚
生
省
に
移
管
さ
れ
、
国
立

療
養
所
古
里
保
養
園
と
改
称
し
、
県
内
の
基
幹
療
養
所
と
し
て
結
核
医
療
の
向
上
に
努
め

た
。
そ
の
後
、
国
立
療
養
所
富
山
病
院
と
改
称
さ
れ
、
今
日
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

日
赤
病
院
・
済
生
会
病
院
・
産
業
組
合
病
院
な
ど
が
昭
和
前
期
に
お
け
る
県
下
の
総
合

病
院
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
富
山
市
西
長
江
に
不
二
越
病
院
が
あ
っ
た
。
戦
時
中
の

不
二
越
鋼
材
株
式
会
社
は
、
独
自
に
総
合
病
院
を
開
設
し
て
い
た
。
こ
れ
は
戦
後
、
昭
和

二
十
六
年
に
富
山
県
に
移
譲
さ
れ
、
富
山
県
立
中
央
病
院
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

な
お
、
不
二
越
は
昭
和
三
十
三
年
に
不
二
越
病
院
を
再
開
設
し
て
い
る
。

済生会富山病院
（『八十年を歩む　富山県置県８0周年記念誌』）

医
療
機
関
の
発
達
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五
、
現
代
に
つ
な
が
る
公
衆
衛
生【
戦
後
～
現
代
】

　

終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
の
夏
、
県
内
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
。
こ

の
時
の
コ
レ
ラ
は
、
ま
ず
外
地
か
ら
の
引
揚
船
内
で
感
染
し
、
復
員
列
車
内
で
感
染
が
拡

大
し
た
と
思
わ
れ
、
金
沢
―
糸
魚
川
間
の
列
車
検
疫
の
た
め
二
人
の
防
疫
官
を
配
置
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
内
に
侵
入
し
た
。

　

高
岡
市
能
町
で
八
月
三
日
に
二
人
の
患
者
が
出
て
、
県
衛
生
課
、
高
岡
保
健
所
、
高
岡

市
、
警
察
署
の
協
力
で
交
通
遮
断
を
行
い
、
住
民
千
五
百
人
に
強
制
予
防
注
射
を
実
施
し

て
防
疫
に
当
た
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
コ
レ
ラ
は
、
東
岩
瀬
、
富
山
、
婦
負
郡
八
幡
村
、

新
湊
と
海
岸
沿
い
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
八
月
八
日
、
県
衛
生
課
は
、
富
山
湾
全

域
、
神
通
川
有
沢
橋
下
流
全
水
域
に
お
い
て
、
川
水
、
海
水
の
使
用
、
遊
泳
、
漁
労
及
び

鮮
魚
、
貝
類
の
陸
揚
げ
を
禁
止
す
る
県
令
を
発
表
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
県
水
産
課
で
は
、
漁
労
禁
止
の
影
響
を
少
な
く
す
る
た
め
、
貯
蔵
魚
を
放

出
し
、
農
林
省
と
北
海
道
庁
へ
鮮
魚
と
塩
干
魚
の
あ
っ
せ
ん
を
依
頼
し
た
。
ま
た
富
山
軍

政
部
か
ら
県
へ
、
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
製
造
禁
止
、
宴
会
の
停
止
な
ど
を
内
容
と
す
る

指
令
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
も
コ
レ
ラ
は
魚
津
な
ど
の
漁
民
の
間
に
広
が
り
、

魚
津
で
は
大
相
撲
巡
業
が
上
市
町
に
変
更
さ
れ
、
全
町
の
隔
離
が
実
施
さ
れ
、
魚
津
各
駅

で
の
乗
降
が
禁
止
さ
れ
た
。

　

八
月
十
九
日
に
は
海
岸
沿
い
に
滑
川
へ
飛
び
火
し
、
コ
レ
ラ
患
者
発
生
地
域
は
農
村
方

面
に
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
生
活
用
水
の
一
切
を
河
川
水
に
頼
っ
て
い
た
状
態
の

と
こ
ろ
で
は
、
コ
レ
ラ
の
撲
滅
は
難
し
く
、
自
然
収
束
を
待
つ
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
コ
レ
ラ
は
下
火
に
な
り
、
九
月
六
日
に
よ
う
や
く
漁
労
、
会
食
が
解
禁
と
な
り
、

漁
民
た
ち
も
出
漁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
夏
の
県
内
の
コ
レ
ラ
患
者
は
七
十
八
人
、

う
ち
死
者
は
三
十
二
人
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
昭
和
三
十
年
代
に
は
、
上
水
道
が
急
速
に
普
及
し
、
感
染
症
の
温
床
と
な
る
河

川
水
の
利
用
も
減
少
し
て
い
っ
た
。

　

公
衆
衛
生
対
策
は
、戦
後
国
民
の
健
康
状
態
を
改
善
す
る
た
め
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
、

医
学
の
進
歩
と
相
ま
っ
て
、
着
々
と
成
果
を
上
げ
て
き
た
。
富
山
県
の
死
亡
者
数
は
、
昭

和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
人
口
千
人
当
た
り
十
一
・
四
人
と
な
り
、
同
二
十
一
年
の

十
九
・
二
人
と
比
べ
て
七
・
八
人
の
減
少
を
み
た
。
終
戦
直
後
、
猛
威
を
振
る
っ
た
急
性
伝

染
病
も
、
赤
痢
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
終
息
し
た
。
そ
の
中
で
、
結
核
の
予
防
と
治
療
は
、

引
き
続
き
公
衆
衛
生
行
政
の
最
重
点
施
策
で
あ
っ
た
。富
山
県
は
全
国
的
に
み
て
罹
患
率
、

死
亡
率
と
も
に
高
か
っ
た
が
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
に
入
る
と
、
健
康
診
断
の
強
化
に
よ

る
患
者
の
早
期
発
見
、
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
な
ど
の
治
療
新
薬
の
普
及
が
進
み
、
結
核

死
亡
率
は
急
速
に
低
下
し
た
。

　

国
は
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
三
月
に

結
核
予
防
法
を
全
面
的
に
改
正
し
、
事
業
所
な

ど
で
の
定
期
健
康
診
断
を
義
務
付
け
、
結
核
患

者
の
登
録
制
、
治
療
に
対
す
る
二
分
の
一
の
公

費
負
担
、
感
染
源
患
者
の
療
養
所
へ
の
強
制
収

容
な
ど
、
画
期
的
な
対
策
を
打
ち
出
し
た
。
昭

和
二
十
六
年
度
以
降
の
諸
対
策
は
、
結
核
治
療

に
大
き
な
効
果
を
上
げ
、
結
核
死
亡
率
が
飛
躍

的
に
低
下
し
た
。
ま
た
、
健
康
診
断
と
予
防
接

種
に
つ
い
て
も
、
同
三
十
年
に
は
結
核
予
防
法

の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
、
市
町
村
長
が
実
施
主

体
と
な
る
一
般
住
民
検
診
が
法
制
化
さ
れ
た
。

　

公
衆
衛
生
行
政
の
上
で
大
き
な
比
重
を
占
め
た
伝
染
病
に
赤
痢
が
あ
っ
た
。
赤
痢
は
、

普
及
し
て
い
た
給
食
施
設
の
管
理
が
不
十
分
な
こ
と
、
食
糧
事
情
の
好
転
に
よ
り
会
食
の

機
会
が
増
大
し
た
こ
と
、
特
効
薬
へ
の
耐
性
が
生
じ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
昭
和
二
十
五

年
頃
か
ら
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
二
十
八
年
頃
か
ら
一
時
的
に
減
少
し
始
め
た

が
、
同
三
十
一
年
に
富
山
市
内
の
四
小
学
校
に
お
い
て
、
学
校
給
食
及
び
林
間
学
校
給
食

野外での結核検診
（『上平村制百周年記念誌　写真でつづる百年の歩み』）

戦
後
復
興
期
の
伝
染
病

衛
生
対
策
の
進
展
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を
通
じ
て
集
団
発
生
を
み
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
健
所
が
中
心
と
な
り
、
給
食
施
設
の

点
検
、
食
品
営
業
の
監
視
指
導
の
強
化
な
ど
の
対
策
が
と
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
公
衆
衛
生
施
策
を
行
う
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
保
健
所
は
、
年
々
、

拡
充
さ
れ
た
。
保
健
所
は
職
員
定
数
な
ど
に
よ
り
Ａ
級
、
Ｂ
級
、
Ｃ
級
に
格
付
け
さ
れ
て

い
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
の
設
置
時
は
、
富
山
、
黒
部
の
み
が
Ａ
級
で
職
員
定
数

五
十
九
人
、
高
岡
が
Ｂ
級
で
四
十
九
人
、
そ
の
他
が
Ｃ
級
で
三
十
二
人
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
地
元
の
要
望
で
同
二
十
四
年
四
月
に
黒
部
保
健
所
朝
日
支
所
が
、
同
二
十
七
年
五
月

に
小
杉
保
健
所
新
湊
出
張
所
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
、
同
三
十
二
年
九
月
に
は
高
岡
保
健

所
が
Ａ
級
に
昇
格
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
度
に
は
県
内
に
十
保
健
所
が
あ
っ
た
。

　

保
健
所
の
業
務
は
公
衆
衛
生
全
般
に
わ
た
る
が
、
特
に
、
保
健
婦
を
通
し
て
の
家
庭
訪

問
指
導
や
衛
生
思
想
普
及
の
た
め
の
催
し
な
ど
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
。

　

戦
後
直
後
の
コ
レ
ラ
発
生
以
来
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
十
月
に
は
、
伏
木
港

に
入
港
し
た
熊
福
丸
の
船
員
か
ら
コ
レ
ラ
菌
が
検
出
さ
れ
た
が
、
水
際
対
策
が
功
を
奏
し

て
、
上
陸
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
に
三
十
四
年
ぶ
り
に

県
内
で
コ
レ
ラ
が
発
生
し
た
。

こ
れ
は
四
日
間
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

旅
行
帰
り
の
県
人
の
中
か
ら
三

名
の
患
者
が
発
生
し
た
こ
と
に

よ
る
。
富
山
県
は
、
コ
レ
ラ
防

疫
対
策
本
部
を
設
置
し
、
強
力

な
対
策
を
実
施
し
た
結
果
、
幸

い
二
次
感
染
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

　

高
度
経
済
成
長
期
の
昭
和
三
十
九
年
四
月
、
外
国
為
替
規
制
の
緩
和
措
置
に
伴
い
、
海

外
渡
航
が
完
全
に
自
由
化
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
成
田
空
港
の
開
港
や
円
高
の
影

響
で
海
外
渡
航
は
急
拡
大
し
た
。
航
空
機
の
発
達
に
伴
い
、
輸
送
力
の
高
速
化
、
大
型
化

が
急
速
に
進
展
し
、
海
外
へ
の
渡
航
が
さ

ら
に
容
易
と
な
る
中
で
、
航
空
機
を
介
し

て
感
染
症
が
国
内
へ
流
入
す
る
危
険
性
が

社
会
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
富
山
県
に
お
い
て
も
、
昭
和

五
十
五
年
の
経
験
を
経
て
、
よ
り
一
層
防

疫
体
制
の
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
感
染
症
へ
の
藩
・
行
政
や
民
衆
の

対
応
の
記
録
か
ら
、感
染
症
の
克
服
に
尽
力
し
た
郷
土
の
先
人
た
ち
の
足
跡
を
た
ど
っ
た
。

富山県コレラ防疫対策本部
（『昭和55年11月氷見・小矢部市で
発生したコレラ防疫記録』）

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
は
、
風
邪
（
普
通
感
冒
）
の
原
因
に
な
る
も
の
四
種
と
、
重

症
肺
炎
を
引
き
起
こ
す
も
の
が
存
在
し
、
後
者
は
こ
れ
ま
でSARS

やM
ERS

を
引

き
起
こ
し
て
き
た
。
人
類
が
七
番
目
に
発
見
し
た
今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

感
染
症
は
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
十
二
月
、
中

国
の
湖
北
省
武
漢
で
初
め
て
症
例
が
確
認
さ
れ
た
。

以
後
、
過
去
に
類
を
見
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
世
界
中
に

広
が
り
、
直
接
的
な
健
康
被
害
だ
け
で
な
く
、
各
種

の
社
会
経
済
活
動
の
制
限
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
が

脅
か
さ
れ
る
事
態
が
今
な
お
続
い
て
い
る
。
そ
の
間
、

ワ
ク
チ
ン
の
開
発
・
接
種
を
進
め
て
、
社
会
全
体
で

免
疫
を
獲
得
す
る
た
め
の
努
力
が
続
い
て
い
る
が
、

変
異
株
の
出
現
な
ど
も
あ
り
、
そ
の
終
息
時
期
を

は
っ
き
り
と
見
通
す
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

海
外
渡
航
の
増
加
と
感
染
症

日本人海外出国者数の推移

コ
ラ
ム

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

（国立感染症研究所提供）

年 人　数
1964 年 127,749
1970 年 663,467
1980 年 3,909,333
1990 年 10,997,431
2000 年 17,818,590
2010 年 16,637,224
2019 年 20,080,669
法務省出入国在留管理庁公表資料より作成
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感
染
症
の
原
因
が
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
現
代
の
私
た
ち
か
ら
見

れ
ば
科
学
的
根
拠
に
乏
し
い
対
応
を
行
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
予
防
・
養
生
法
の
啓
発
や

薬
の
配
布
、
薬
代
の
支
給
に
は
、
社
会
政
策
的
な
側
面
も
見
ら
れ
、
感
染
症
が
患
者
だ
け

の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
全
体
で
向
き
合
い
、
克
服
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
の
認
識
が
既

に
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

明
治
・
大
正
時
代
に
は
、
医
学
の
近
代
化
が
急
速
に
進
む
中
で
、
内
務
省
を
中
心
と
し

て
衛
生
行
政
の
確
立
が
目
指
さ
れ
、
時
に
警
察
官
の
威
光
を
利
用
し
て
国
民
生
活
へ
強
制

的
介
入
を
し
な
が
ら
、
感
染
症
対
策
を
実
施
し
、
確
実
に
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

　

そ
し
て
、
約
百
年
前
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
猛
威
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
背
景
の

な
か
で
、
国
民
の
予
防
自
覚
の
啓
発
や
経
済
的
弱
者
の
救
済
に
も
目
を
向
け
た
施
策
が
な

さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
犠
牲
を
出
し
な
が
ら
、
後
年
、
一
般
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な

か
っ
た
百
年
前
の
事
態
へ
の
対
応
が
、
実
は
今
回
の
感
染
症
対
策
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ

と
に
驚
か
さ
れ
る
。

　

昭
和
の
戦
前
期
に
は
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
厚
生
省
が
保
健
衛
生
行
政
の
司
令
塔
と
な

り
、「
治
療
か
ら
予
防
へ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
全
国
に
保
健
所
の
設
置
を
進
め
、
地
域
住

民
へ
の
衛
生
思
想
の
普
及
に
努
め
た
。
戦
後
も
こ
の
流
れ
は
引
き
継
が
れ
、
保
健
所
は
そ

の
数
と
機
能
を
強
化
し
、
地
域
の
公
衆
衛
生
の
要
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

医
学
の
進
歩
と
公
衆
衛
生
の
確
立
に
よ
っ
て
、
人
類
は
多
く
の
感
染
症
を
克
服
し
て
き

た
。
一
方
で
、
無
秩
序
な
開
発
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ヒ
ト
と
モ
ノ
の
流
れ
の
活
発
化
に
よ
っ

て
、
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
と
の
接
触
機
会
が
増
え
、
新
た
な
感
染
症
の
大
流
行
の
リ

ス
ク
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
声
も
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
中
で
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
令
和
二

年
（
二
〇
二
〇
）
三
月
、
国
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
事
態
を
「
歴
史
的

緊
急
事
態
」
に
指
定
し
、
そ
の
関
連
文
書
の
作
成
や
保
存
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
定
め
た
。
今
後
、
類
似
の
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
教
訓
を
活
か
し
、
効
果

的
な
対
策
を
実
施
・
検
証
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
企
画
展
が
、
記
録
を
作
成
保
存
し
、

次
世
代
に
語
り
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

主要参考文献
書　　　　　　名 編　著　者 出版年 発行・出版

1 『富山県史』通史編Ⅴ近代上 富山県 1981 富山県
2 『富山県史』通史編Ⅵ近代下 富山県 1984 富山県
3 『富山県史』通史編Ⅶ現代 富山県 1983 富山県
4 『富山県警察史』上巻・下巻 富山県警察本部 1965 富山県警察本部
5 『ふるさと富山歴史館』 富山新聞社 2001 富山新聞社
6 『昭和55年11月氷見・小矢部市で発生したコレラ防疫記録』 富山県厚生部 1981 富山県
7 『記念誌　創立35周年』 財団法人結核予防会富山県支部 1988 結核予防会富山県支部
8 『保健所法50周年記念誌』 富山県保健所長会 1989 富山県厚生部
9 『日本疾病史』 富士川游 1944 日本医書出版
10 「明治初期の富山県におけるコレラの流行について」（富山県農村医学研究会誌15） 豊田文一 1984 富山県農村医学研究会
11 「富山県におけるコレラの発生」（「富山県衛生研究所年報　昭和55年度」） 児玉博英ほか 1981 富山県衛生研究所
12 「富山県における感染症発生の歴史とその特徴」（近代史研究44） 須山盛彰 2021 富山近代史研究会
13 『内務省史』 大霞会内務省史編集委員会 1970-71 大霞会

14 『流行性感冒』（復刻版・東洋文庫） 内務省衛生局 1921
（2008） 平凡社

15 『現代語訳流行性感冒』 西村秀一訳 2020 平凡社
16 『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ―人類とウイルスの第一次世界戦争』 速水融 2006 藤原書店
17 『スペイン風邪の記憶　大流行の富山県』 栗三直隆 2020 桂書房
18 『悪疫と飢餓「スペイン風邪」富山の記録』 向井嘉之、金澤敏子、鷹島荘一郎 2020 能登印刷出版部
19 『日本人を苦しめた感染症と新型コロナウイルス感染症』（2021年度企画展図録） 稲垣裕美ほか 2021 内藤記念くすり博物館
20 『感染症の日本史』 磯田道史 2020 文藝春秋
21 「疫病流行を告げる「クタベ」と越中立山に現れた理由」（研究紀要27） 細木ひとみ 2021 富山県[立山博物館]
22 平成17年度特別企画展「近世越中における病と医−病と向き合う人々−」 富山県公文書館 2005 富山県公文書館
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「富山と疫病」主要事項年表
年  号 西　暦 出　　　　来　　　　事 対　　　　応

宝永５年 1708 麻疹流行
享保16年 1731 加賀藩、天然痘・麻疹の薬として牛糞を推奨（幕府の通達）
宝暦３年 1753 麻疹流行
明和６年 1769 インフルエンザ流行、越中では「鷹咳気」と呼ばれる
安永２年 1773 加賀藩、埴生八幡社などに疫病鎮静の祈願を指示
安永５年 1776 麻疹流行
天明４年 1784 疫病流行 加賀藩、薬「避邪丸」配布
享和３年 1803 麻疹流行 加賀藩、薬方（「御柳」を煎じたもの）や食養生を通達
文政５年 1822 コレラ流行（全国）
文政７年 1824 麻疹流行
文政９年 1826 天然痘流行
天保５年 1834 加賀藩、薬処方の触書を出し、各郡に藩医を派遣
天保８年 1837 加賀藩、疫病予防に犬糞を推奨、疫病予防の野菜七種の廻状を出す
天保13年 1842 天然痘流行　翌年流行おさまる
嘉永３年 1850 越中で種痘実施
嘉永４年 1851 天然痘流行
安政３年 1856 天然痘流行
安政５年 1858 7.24　魚津町にてコレラ患者発生。12月までに死者531人

　　　三日市・生地・放生津などでも発生
安政６年 1859 麻疹・コレラ流行 加賀藩、コレラ祭（9.7-8）実施を申し渡す

加賀藩、下新川郡の貧民へ「芳香散」薬代を与える
文久元年 1861 加賀藩、藩医黒川良安に種痘を許可
文久２年 1862 麻疹大流行、コレラ流行 富山藩、種痘所設置を許可
明治12年 1879 夏　コレラ大流行　越中国内死者1万数千人。

8.1　コレラ騒ぎで米価が騰貴し、上新川郡水橋町の町民ら検疫所へ押しかける
6.28　石川県、コレラ予防方法を布達
７月　石川県、祭礼興行停止。小中学校休校を命令

明治16年 1883 5.9　富山県置県（石川県より分離独立）
明治18年 1885 秋　天然痘大流行　翌春までに約6000人の患者が発生
明治19年 1886 5.25　砺波郡今石動町でコレラが発生し、県内に大流行

　　　年末まで患者1万6271人、死者1万764人
7.20　富山県がコレラ流行地に指定
７月　魚津町にコレラ患者など収容のため避病院を建設

明治20年 1887 この年　天然痘・腸チフスが大流行
天然痘患者5224人、死者1145人、腸チフス患者2504人、死者457人 6.23　県、六種伝染病に罹る貧困者救済規定を制定

明治21年 1888 この年　腸チフスが流行。患者1126人、死者281人 6.5　　県、市町村衛生組合準則を制定
明治25年 1892 この年　天然痘患者1135人、死者378人 12.2　県、天然痘流行につき予防のため臨時種痘接種方を訓令
明治26年 1893 この年　天然痘が流行。患者4091人、死者999人
明治27～28年 1894-95 日清戦争　
明治27年 1894 この年　赤痢が大流行。患者3005人、死者921人 5.7　県、定期掃除規則を制定

明治28年 1895
この年　赤痢が大流行。患者1953人、死者730人
6.18　射水郡下村でコレラが発生
7.15　滑川町でコレラが発生し県内に大流行。患者3451人、死者2696人

6.28　県、2市14町に避病院設置を訓令
8.2　県、市町村清潔法を制定し、市街地への施行を訓令
9.13　県、神社祭礼・寺社教会の説教法会・演劇興行の差し止めを通達

明治30年 1897 1.29　県、学校清潔方法の標準を制定
明治33年 1900 6.1　県、市町村衛生組合設置概則を制定
明治37年 1904 4.1　県、肺結核予防令施行細則を制定
明治37～38年 1904-05 日露戦争　
大正３～７年 1914-18 第一次世界大戦
大正５年 1916 9.11　下新川郡境村でコレラが発生し県内各地に大流行。患者419人、死者264人 9.16　射水郡・西砺波郡に検疫委員事務所開設
大正６年 1917 8.26　伏木港でコレラが発生し県内に大流行。患者515人、死者329人 富山県産魚介類の移入停止。県人の関西旅行者を旅館で敬遠
大正７年 1918 米騒動
大正７～10年 1918-21 スペイン風邪（流行性感冒）が県内に大流行

第１～３波まで３回の流行期
18.11.2～　中学校・高等女学校・女子師範学校などが休校
20.1.23～　富山市内の全学校が10日間休校

大正９年 1920 4.23　県、結核予防法施行細則を制定
大正14年 1925 10.30　県、伝染病予防法施行細則を制定
昭和６年 1931 12.18　県、水槽便所取締規則を制定
昭和７年 1932 7.22　県、結核予防委員設置規定を制定
昭和12～20年 1937-45 日中戦争
昭和12年 1937 3.31　県、衛生組合規則を制定
昭和13年 1938 3.19　県、保健所規定を制定 → 4.2　三日市保健所設置
昭和15年 1940 ５月　結核予防会県支部が結成
昭和16～20年 1941-45 太平洋戦争
昭和18年 1943 5.1　健民運動の実施 10.15　県、結核撲滅規則を制定
昭和21年 1946 7.28　引揚船内でコレラ患者発生。県内患者78人、死者32人 8.8　県、コレラ予防のため県令を公布
昭和32年 1957 この年　県内でアジア風邪流行。患者1万164人、死者82人
昭和35年 1960 4.1　県、衛生研究所を設置
昭和44年 1969 10月　韓国仁川港より伏木港へ入港した熊福丸の船員よりコレラ菌検出 県、検査延べ人数183人
昭和55年 1980 11月　氷見・小矢部で海外渡航からの帰国者よりコレラ菌検出 県、検査延べ人数318人、調査延べ人数約1700人
平成21年 2009 新型インフルエンザ流行
令和２年～ 2020- 新型コロナウイルス感染症流行 全国一斉休校措置。緊急事態宣言発令

『当館平成17年度企画展パンフレット』、『富山県史』年表、『富山県警察史』、『流行性感冒』などを参考に作成
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企画展史資料一覧
史　　資　　料　　名 所　　　蔵 実物 パネル パンフ ポスター チラシ

はじめに 天然痘の予防接種 高岡市立中央図書館 ○ 〇 〇

悪
疫
退
散【
江
戸
時
代
】

安永二年加賀藩による疫病鎮静祈願 富山県立図書館（伊東文書） 〇
天明四年疫病の薬「避邪丸」配布 富山県立図書館（伊東文書） ○
享和三年麻疹流行時の加賀藩触書 富山県立図書館（伊東文書） ○
享和三年郡中麻疹流行のため救米割符につき組別人数など書上 富山県公文書館（岡崎家文書） ○
天保五年五月疫病等対応心得 富山県公文書館（愛場家文書） ○ 〇
天保八年疫病流行予防の野菜七種につき廻状 富山県公文書館（海内家文書） ○
天保八年疫病の妙薬「犬の糞」 富山県立図書館（伊東文書） ○

『哥路里贅語』（安政６年） 富山県立図書館 ○ 〇
安政六年コレラの禁忌・養生法 富山県立図書館（伊東文書） ○
安政六年コレラ祭執行触書 富山県立図書館（伊東文書） ○
安政六年コレラ流行のため貧民薬代配付につき書状 富山県立図書館（伊東文書） ○
文久二年麻疹流行につき施薬割付書 富山県立図書館（伊東文書） ○
ころり病流行一件 富山大学附属図書館（菊池文書） 〇
麻疹養生集 内藤記念くすり博物館 〇
厄はらひ 内藤記念くすり博物館 〇
流行時疫異国名コレラ 内藤記念くすり博物館 〇
麻疹送出しの図 内藤記念くすり博物館 〇
中村芝翫九変化ノ内（鍾馗と青鬼） 内藤記念くすり博物館 〇
中村芝翫九変化ノ内＜鍾馗＞ 国立歴史民俗博物館 〇
クタベ模型 富山県[立山博物館] 〇

医
学
の
近
代
化
と
衛
生
行
政【
明
治
・
大
正
時
代
】

『内務省衛生局雑誌  第一号』 富山県公文書館（海内家文書） 〇 〇 〇
北野昌太郎巡査へ伝染病流行に際し予防救治につき手当金一円給付状 富山県公文書館（北野家文書） 〇 〇
コレラの用心 富山県公文書館寄託（五十島家文書） 〇
コレラ流行につき予防方告諭（明治28年４月）（富山県報） 富山県公文書館 〇

『富山県虎列剌病流行紀事　明治28年』（明治29年） 富山県立図書館 〇
コレラ禍に関する新聞記事（「富山日報」大正５年９月27日）（複製） 富山県立図書館 〇
コレラ予防注射施行に関する件通知（大正６年９月）（戦前公文書） 富山県公文書館 〇
大正６年のコレラ禍　宮田村（現・氷見市）の健康者隔離所（『写真集　富山県100年』北日本新聞社） 〇
赤痢、腸チフス予防についての告諭（大正元年９月）（富山県報） 富山県公文書館 〇
トラホーム予防の件（明治40年３月）（富山県報） 富山県公文書館 〇
富山県娼妓病院規則（明治44年３月）（富山県報） 富山県公文書館 〇
昨年来の天然痘蔓延につき種痘督励方告諭（明治26年１月）（富山県報） 富山県公文書館 〇
種痘済証 富山県公文書館寄託（羽馬家文書） 〇 〇
明治９年天然痘予防仮規則（「石川県誌稿」政治部　学校・衛生３） 国立公文書館デジタルアーカイブ 〇
砺波郡小瀬村衛生組長嘱託状 富山県公文書館寄託（羽馬家文書） 〇
地方税伝染病予防費に金寄付奇特につき褒状 富山県公文書館（半田家文書） 〇
赤痢予防に関し交通遮断施行廃止の件通牒（明治40年２月）（戦前公文書） 富山県公文書館 〇 〇
市町村清潔法（明治28年８月）（富山県報） 富山県公文書館 〇
大正６年のコレラ禍　境村（現・朝日町）の伝染病予防警戒所（『写真集　富山県100年』北日本新聞社） 〇
高岡市の伝染病院　関野病院平面図（『高岡史料』） 〇
コレラさわぎ（『置県百年　富山県』） 〇

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
猛
威
～
100
年
前

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク【
大
正
時
代
】

大正９年流行性感冒予防ポスター（８点）（複製） 国立保健医療科学院図書館 〇 〇 〇
流行性感冒予防についての告諭（大正７年10月）（富山県報） 富山県公文書館 〇

「富山を襲ふ＝恐ろしい流行性感冒」新聞記事（「北陸タイムス」大正７年10月31日）（複製） 富山県立図書館 〇
「悪性感冒の流行で人焼き竈が足らない」新聞記事（「高岡新報」大正７年11月12日）（複製） 富山県立図書館 〇
「口覆［マスク］が盛んに売れる」新聞記事（「富山新報」大正９年１月16日）（複製） 富山県立図書館 〇
『流行性感冒』（内務省衛生局編、大正11年）（復刻版・東洋文庫平凡社） 富山県立図書館 〇
A hospital in Kansas during the Spanish flu epidemic in 1918. National Museum of Health and Medicine 〇
『大正七・八年ノ世界的流行性感冒ノ見聞録』（大正８年） 国立国会図書館デジタルコレクション 〇
井上正子日記 京都市徳正寺 〇 〇
瑞泉寺太子堂落慶法要餅まきに集まる人 （々大正７年11月）（『写真集　富山県100年』北日本新聞社） 〇
『流行性感冒』（内務省衛生局編、大正11年） 国立国会図書館デジタルコレクション 〇

衛
生
行
政
の
展
開「
治
療
か
ら

予
防
へ
」【
昭
和
戦
前
期
】

水槽便所取締規則（昭和６年12月）（富山県報） 富山県公文書館 〇
新保村衛生組合規約 富山県公文書館（高堂家文書） 〇
富山県三日市保健所設置認可申請書（昭和12年９月）（戦前公文書） 富山県公文書館 〇
結核予防に関し健民運動実施方の件通知（昭和17年４月）（戦前公文書） 富山県公文書館 〇 〇
南弘（『南弘先生　人と業績』） 〇
県下最初の三日市保健所（『保健所法50周年記念誌』） 〇
戦時当時の保健所（『八十年を歩む　富山県置県80周年記念誌』） 〇 〇
富山県結核撲滅規則（昭和18年10月）（富山県報） 富山県公文書館 〇
国立療養所古里保養園（『記念誌　創立35周年』） 〇
日本赤十字社富山支部病院（『写真集　富山県100年』北日本新聞社） 〇
済生会富山病院（『八十年を歩む　富山県置県80周年記念誌』） 〇 〇

現
代
に
つ
な
が
る
公
衆
衛
生【
戦
後
～
現
代
】

コレラ予防について県令（昭和21年８月）（富山県報） 富山県公文書館 ○
『富山県の保健衛生の概要』（昭和31年） 富山県立図書館 ○
『学校における伝染病対策』（昭和48年） 富山県立図書館 ○
『インフルエンザの防疫』（昭和49年） 富山県立図書館 ○
『公衆衛生行政30年のあゆみ』（昭和53年） 富山県立図書館 ○
『昭和55年11月氷見・小矢部市で発生したコレラ防疫記録』（昭和56年） 富山県立図書館 ○
『富山県感染症対策計画』（平成13年） 富山県立図書館 ○
MAKE TOYAMA STYLE ポスター（令和２年） 〇 〇 〇
「川水使用禁止」の貼紙（昭和30年前後） 滑川市立博物館 〇
上水道工事始まる（昭和33年）（『写真集　富山県100年』北日本新聞社） 〇
屋外での結核検診　昭和28年６月（『上平村制百周年記念誌　写真でつづる百年の歩み』） 〇 〇
結核検診車けいりん85号　昭和37年６月（『記念誌　創立35周年』） 〇
保健婦の訪問風景（『保健所法50周年記念誌』） 〇
熊福丸のコレラ防疫（昭和44年10月）（『写真集　富山県100年』北日本新聞社） 〇
富山県衛生研究所（『昭和55年11月氷見・小矢部市で発生したコレラ防疫記録』） 〇
富山県コレラ防疫対策本部（『昭和55年11月氷見・小矢部市で発生したコレラ防疫記録』） 〇

おわりに 新型コロナウイルス 国立感染症研究所 〇 〇
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お問い合わせ先 富山県公文書館 〒930-0115 富山市茶屋町33-2 TEL 076（434）4050 FAX 076（434）4093
https://www.pref.toyama.jp/1147/kensei/kouhou/1147/

■ 交通機関

JR富山駅発バス ●新港東口行〈県立図書館前〉下車徒歩……………3分
                      ●高岡小杉方面行〈呉羽山公園〉下車徒歩………10分

北陸新幹線

あいの風とやま鉄道


